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令和２年第７回豊岡市議会（定例会）議案付託分類表 

 

【建設経済委員会】 

  報告第25号  株式会社北前館第29期の決算及び第30期の事業計画に関する書類

について 

  第140号議案 土地及び建物の取得について 

  第147号議案 豊岡市立奈佐森林公園の指定管理者の指定について 

  第148号議案 豊岡市立市営住宅赤野団地集会所の指定管理者の指定について 

  第150号議案 豊岡市立竹野川湊館の指定管理者の指定について 

  第151号議案 豊岡市立湯の原温泉オートキャンプ場の指定管理者の指定につい

て 

  第152号議案 豊岡市立頃垣活性化センターの指定管理者の指定について 

  第153号議案 豊岡市立竹貫区コミュニティセンターの指定管理者の指定につい

て 

  第155号議案 豊岡市立但東地域特産物加工施設の指定管理者の指定について 

  第161号議案 豊岡都市計画事業稲葉川土地区画整理事業施行条例の一部を改正

する条例制定について 

  第170号議案 令和２年度豊岡市水道事業会計補正予算（第２号） 

  第171号議案 令和２年度豊岡市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

 

 

予算決算委員会付託議案に係る分科会分担表 

 

【建設経済分科会】 

  第164号議案 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第17号） 

 

 

2



 1 

午前９時２７分開会 

○委員長（福田 嗣久） それでは、おはようござい

ます。大変ご苦労さまでございます。 

 １２月最後の常任委員会ということでご参集を

いただきました。但馬の冬になってまいりまして、

今、雪が降りそうでございますけども、事故のない

ようにしっかりと気をつけていきたいと思います。

しかし、コロナの関係が大変ざわついておりまして、

ＧｏＴｏトラベルもどういうふうになるのかとい

うことと、当然、年末年始、厳しい状況が出てくる

んじゃないかなというふうに、これは経済も医療も

心配しておりますけども、それでもかからないとい

うことを一番に気を引き締めていきたいというふ

うに思います。 

 それでは、座って進行させていただきます。 

 それでは、定刻になりましたので、ただいまから

建設経済委員会を開会いたします。 

 欠席はないですね。 

 それでは、本日の議事の進行についてであります

けれども、建設経済委員会審査と予算決算委員会に

係る建設経済分科会審査を適宜切り替えて行いま

すので、ご協力をお願い申し上げます。 

 それでは、協議事項１番、付託案件の審査に入り

ます。 

 当委員会には、多くの付託案件を抱えております

ので、委員の皆さん、また当局の皆様、説明、質疑、

答弁に当たりましては、くれぐれも要点を押さえて

簡潔明瞭に、そしてマスクがございますので、でき

るだけゆっくりとしっかりと発言いただきたいと

いうふうに思います。スムーズな議事進行に格別の

ご協力をお願いいたします。 

 また、委員会での発言は、委員長の指名の後、発

言者名を名のってマイクを使用してから行ってい

ただきますようにお願いいたします。 

 それでは、付託案件の審査に入ります。 

 まず、報告第２５号、株式会社北前館第２９期の

決算及び第３０期の事業計画に関する書類につい

てを議題といたします。 

 竹野振興局長地域振興課、榎本課長、よろしくお

願いします。どうぞ。 

○竹野振興局地域振興課長（榎本 啓一） 議案書の

３ページをご覧ください。報告第２５号、株式会社

北前館第２９期の決算及び第３０期の事業計画に

ついて、地方自治法の規定により報告させていただ

くものです。 

 なお、本会議で局長が説明した箇所は割愛させて

いただき、私からは１７ページの予定損益計算書に

ついて説明のほうをさせていただきます。 

 １７ページをご覧ください。３０期の売上高につ

いては５，５００万円とし、売上原価を差し引いた

売上総利益に４，８５０万円を計上しております。

ここから販売費及び一般管理費を差し引いた営業

利益には６５０万円を見込み、営業利益に営業外収

益を加え、営業外費用を差し引いた経常利益には４

６０万円を見込んでおります。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（福田 嗣久） 説明は終わりました。 

 質疑はございませんか。よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） それでは、質疑を打ち切り

ます。 

 特にご異議がありませんので、報告第２５号は、

了承すべきことに決定いたしました。 

 次に、第１４０号議案、土地及び建物の取得につ

いてを議題といたします。 

 １４０号議案、当局の説明を求めます。 

 都市整備課の石田課長、よろしくお願いします。 

○都市整備課長（石田 敦史） それでは、議案書の

２１ページのほうをご覧ください。第１４０号議案、

土地及び建物の取得については、本会議で都市整備

部長が説明したとおりでございますが、若干補足説

明をさせていただきたいと思います。 

 まず、今回の４階フロアの取得につきましては、

去る１０月１３日付の臨時議会で、債務負担行為設

定をお認めいただいておりますので、今年度の生涯

学習サロン部分に加え、来年度の子育て支援総合拠

点等整備の部分も含めた不動産売買契約でもって、

去る１１月１６日付で株式会社藤屋とは仮契約を

締結したところです。 

 その内訳でありますが、まず、土地についてです。
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地籍８，７０５．１７平方メートルのうち、全体で

は敷地権１００万分の１１万６，３０４の割合を、

取得予定価格５，５９５万５，８００円で取得しよ

うとするものです。今年度取得分が敷地権１００万

分の８，６４６の割合で、価格は７９２万３，５０

０円です。残りの敷地権１００万分の１０万７，６

５８の割合、価格にして４，８０３万２，３００円

については来年度に取得する予定です。 

 次に、建物についてです。床面積３，２４２．７

９平方メートルを取得する取得予定価格２億６，３

９３万８，６２０円で取得しようとするものですが、

そのうち今年度取得分が、床面積３９９．９３平方

メートルで、価格は３，７３７万４，１５０円です。

残りの床面積２，８４２．８６平方メートル、価格

にして２億２，６５６万４，４７０円については来

年度に取得する予定です。 

 補足説明は以上です。 

○委員長（福田 嗣久） 以上ですか。説明は以上で

ございます。 

 それでは、質疑に移りたいと思いますけれども、

質疑はございませんか。 

 どうぞ、村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 今の説明を聞いてよく分から

なかったんだけども、土地の取得と床の、建物って

いうの、床のと、今回、土地は全体のどの部分を、

５，５９５万５，０００円の分っていうのはどこの

部分って。何かよう分からへんかった、説明。 

○委員長（福田 嗣久） 石田課長、どうぞ。 

○都市整備課長（石田 敦史） 先ほど取得予定価格、

まず土地について全体が５，５９５万５，８００円

というふうに申し上げました。そのうち今年度に取

得する分、こちら、ちょっと記載はしてませんが、

要は２０２０年度取得分が７９２万３，５００円で

す。来年度取得予定してる子育て支援総合拠点部分

について、これが来年度の予算で４，８０３万２，

３００円というふうになります。建物についてです。

全体を申し上げますと、記載のとおり２億６，３９

３万８，６２０円、そのうち記載はしておりません

が、２０２０年度、今年度分の生涯学習サロン部分

ですが、この部分が３，７３７万４，１５０円で、

来年度分が２億２，６５６万４，４７０円というふ

うになります。（「次ページのこれで説明して。分

かりやすいやん」「これでこれがこうだってやった

ほうが分かりやすい」と呼ぶ者あり） 

 すみません。 

○委員長（福田 嗣久） どうぞ。 

○都市整備課長（石田 敦史） ２３ページの平面図

のほうをご覧いただきたいと思います。今年度の生

涯学習サロン部分については、ここの区画の４０２

と４０４。（「４０２と４０４」と呼ぶ者あり）は

い、ここを合わせますと３９９．９３平方メートル

というふうに記載してます。この部分が土地につい

ては７９２万３，５００円です。（「７２３万円」

と呼ぶ者あり）７９２万３，５００円です。その部

分の建物の価格ですが、これが３，７３７万４，１

５０円です。残りました区画番号の００１の４と０

０１の６、それと４０１の３つの区画がございます

が、その部分が子育て支援総合拠点部分になります。

これが来年度の取得となります。土地についてはこ

の３つの区画合計で４，８０３万２，３００円、そ

れと建物については２億２，６５６万４，４７０円

というふうになります。 

 説明は以上です。 

○委員長（福田 嗣久） よく分かられたと思います

けれども。（「いや、分からん」と呼ぶ者あり） 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） そうしたら、今年、この今、

議案で出てきてる土地と建物っていうのは、要はサ

ロン部分だけの土地と建物を今年、この予算の今回

の契約か。 

○委員長（福田 嗣久） 石田課長。 

○都市整備課長（石田 敦史） 今回のこの第１４０

号議案については、今年度の取得部分と来年度の取

得部分を併せて債務負担行為を取っての契約とし

ておりますので、来年度も含めた金額になってます。 

○委員長（福田 嗣久） 質疑はどうですか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） ますます分からなくなっちゃ

うんだけど、まあまあ。いずれにしてもその金額を

出してきたと。という前提の上で、あと何点か聞か
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せてください。この図面で、太く囲んである部分が

いわゆる取得部分ですね、取得部分。その中で、単

純なことなんですけども、エスカレーターの１基分

のところにも線が入っちゃっとって、これも取得す

るんか、豊岡市が。（「エスカレーター」と呼ぶ者

あり）これエスカレーター違うんか、一つ。 

○委員長（福田 嗣久） どうぞ。 

○都市整備課長（石田 敦史） ちょうど、００１の

４の区画の中にエスカレーター部分が恐らく入っ

てるから、この部分はどうだというふうなお尋ねだ

と思います。基本的にこのエスカレーターは、４階

で止まってます。下側のほうの部分のエスカレータ

ーについては、ずっと５階、６階と続いてるエスカ

レーターです。したがいまして、００１の４の区画

として、今回エスカレーター部分についても取得す

るというふうになります。要は、この４階のフロア

で行き止まりになってる状態ですので、このエスカ

レーターは。この敷地の中にエスカレーターも含ま

れているというふうにご理解いただけたらと思い

ます。 

○委員（村岡 峰男） なるほど。いろんなその単純

なこと何ぼか続けて聞きます。 

○委員長（福田 嗣久） どうぞ。 

○委員（村岡 峰男） それから４０４でしたか、こ

れは河谷ですね。（「そうです」と呼ぶ者あり）４

０１がキタムラだというのは前に聞いたんですけ

ども、今回取得分の中に河谷、キタムラ分が入って

ますけども、これはどういうふうにして今回の売買

契約に入ってますか。 

○委員長（福田 嗣久） 石田課長。 

○都市整備課長（石田 敦史） 議員ご指摘の４０１

と４０４の区画、それぞれ株式会社キタムラと河谷

区というふうになってますが、これについては既に

株式会社藤屋さんが、それぞれの株式会社キタムラ

さんと河谷区さんからもう買われておる状態で、そ

こから今回、豊岡市が買うというふうな格好になり

ます。 

○委員長（福田 嗣久） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） そうなると、藤屋さんはキタ

ムラと河谷分を買い取って、キタムラと河谷は３階

までの間で、また河谷やキタムラさんが買い取るい

うことか、交換か。河谷は権利を全部なくしたりせ

えへんでしょう。 

○委員長（福田 嗣久） 石田課長。 

○都市整備課長（石田 敦史） 既に株式会社キタム

ラさんについては、この部分の４０１しかお持ちで

ございません。株式会社藤屋は、その部分を取得し

て、名義を換えてから豊岡市と契約をしてというふ

うになります。河谷区さんについては、もう１区画,

別のフロアをお持ちです。今回、この４０４の区画

については、株式会社藤屋が売買で取得されて、名

義を藤屋に替えてから今回、豊岡市が藤屋さんと契

約というふうな形で、登記はまた所有権を替えよう

というふうにしております。 

○委員（村岡 峰男） 分かりました。 

○委員長（福田 嗣久） 交換ではないんだね。 

○都市整備課長（石田 敦史） すみません、交換で

はございません。 

○委員長（福田 嗣久） 村岡委員、どうぞ。 

○委員（村岡 峰男） 河谷も、キタムラはそうだけ

ど、河谷は。 

○都市整備課長（石田 敦史） 河谷区さんも交換で

はございません。 

○委員長（福田 嗣久） 交換ではなしか。 

○委員（村岡 峰男） ではない。 

○都市整備課長（石田 敦史） はい、ございません。 

○委員（村岡 峰男） まあよろしいわ。 

○委員長（福田 嗣久） 村岡委員、どうぞ。 

○委員（村岡 峰男） それから、今日この問題で議

決になるのかなと思うんですが、今日以降のこの藤

屋さんっていうんか、さとうさんとの、いわゆるお

金、権利、登記等との流れっていうの、今日以降ど

ういう流れになってるのかな。 

○委員長（福田 嗣久） 石田課長。 

○都市整備課長（石田 敦史） 最終的にはこの１２

月の２３日の本会議の議決をもってというふうに

なってくると思いますが、それを経ましてから、株

式会社藤屋とは、要は２３日の日が本契約の締結日

というふうになります。その後、１２月の２５日に、

要は藤屋さんから豊岡市に引渡しというふうな。
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（「それはこれだけ」と呼ぶ者あり）はい。失礼い

たしました。４０２と４０４の区画の、今回、今年

度買収しようとする生涯学習サロン部分の区画、４

０２と４０４について、１２月２５日に引渡しとい

うふうな予定です。残りの、先ほど申しました子育

て総合支援の部分の００１の４と４０１と００１

の６の区画については、来年度の６月末の引渡しと

いうふうに予定しております。以上です。 

○委員長（福田 嗣久） 村岡委員、よろしいか。 

 どうぞ。 

○委員（村岡 峰男） そうしたら、その４０２と４

０４は１２月２５日に引渡しをして、工事に入って

いくんでしょうけども、ここの権利は、いわゆる権

利書っていうんか、権利はもうこの本契約で移るけ

ども、来年６月の引渡しの分っていうのの権利って

いうのは、どの時点で豊岡に来るわけ。 

○委員長（福田 嗣久） 石田課長、どうぞ。 

○都市整備課長（石田 敦史） 先ほど引渡しが１２

月、４０２と４０４の区画が１２月２５日を予定し

てるというふうに申し上げました。最終的な所有権

移転登記っていうのが一応年内をめどに考えてお

ります。登記の手続上、どうしても年明けになって

くるわけなんですが、引渡しの。（発言する者あり）

失礼しました。子育て支援の部分ですね、来年度取

得する部分の００１の４と４０１と００１の６の

区画については、６月末の引渡しというふうになっ

てますので、登記の所有権移転については、それ以

降というふうになります。基本は６月の末の引渡し

日が、基本的には所有権移転の登記日になると思い

ますが、手続上は７月にずれ込む可能性はあります

が、基本は６月末というふうになります。 

○委員長（福田 嗣久） 村岡委員、よろしいか。 

○委員（村岡 峰男） 何か分からんやになった。 

○委員長（福田 嗣久） 一遍質疑替わりましょうか。 

○委員（村岡 峰男） ちょっと替わってください。 

○委員長（福田 嗣久） どうぞ。 

○委員（椿野 仁司） 休憩して、委員長、できたら

ざっくばらんにちょっと聞きたいことがいっぱい

ある。 

○委員長（福田 嗣久） 休憩所望ですか。 

○委員（椿野 仁司） 休憩所望です。 

○委員長（福田 嗣久） 暫時休憩します。 

午前９時４６分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前９時４８分 委員会再開 

○委員長（福田 嗣久） 休憩を解いて、再開します。 

 どうぞ、澤田部長。 

○都市整備部長（澤田 秀夫） ００１の６の区画、

ここ飛んでるんですけども、ここは電気機械室で、

フロアとしては使えない場所です。４０２、４０４

は学習サロン。（「ああ、そうか」と呼ぶ者あり）

はい、ここは電気機械室ということで、４階のエア

コンとかそういったものの機械設備がここに入っ

てます。その他の、それ以外は全部フロアとして使

える場所になりますので。 

○委員（椿野 仁司） 分かりました。 

○委員長（福田 嗣久） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） もう一つ。４０１は、今１０

０円ショップに全部なってると思うんだけど、これ

だけ突出すると、底地はみんな藤屋さんの持ち物な

んだろうけど、これがどうなるのかなっていうとこ

ら辺があって、これはまだ今回は買わないのか。

（「来年」と呼ぶ者あり）来年か、あっ、そうかそ

うか。それからこれ、００１の４のこの左側のとこ

ろ辺から真ん中辺は、中央あたりは、文房具だとか

婦人服だとか売ってあると思うんだけど、これはさ

とうさんの直の営業。どうなるん。 

○委員長（福田 嗣久） 澤田部長。 

○都市整備部長（澤田 秀夫） さとうさんの直営の

部分と、テナントの部分と入り交ざっております。

全部、先ほどの１００円ショップなんかも、この１

月から移転にかかられて、６月末までに全部これ更

地になって初めて市のほうに所有権移転というこ

とになります。それで、それぞれのお店につきまし

ては、１階フロア、２階フロアに入っていかれます

ので、当然、また１階、２階の改装なんかもかかっ

てきますので、それで約６か月間の日数が要すると

いうことでございます。 

○委員（椿野 仁司） それじゃ、もう一つだけ。 

○委員長（福田 嗣久） どうぞ。 
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○委員（椿野 仁司） そうすると、ゲームコーナー

はどこに行くん。 

○委員長（福田 嗣久） 澤田部長。 

○都市整備部長（澤田 秀夫） ゲームコーナーは３

階の大開通りに面した東のとこが、今、空き店舗に

なってる場所があります。ママリフォームとかって

いう裁縫屋さんが手前にあって、その奥が今現在、

空き店舗で、仮設で囲ってある場所があるんですけ

ども、そこに現在、移転のほうを進めておられます。

ですから、空いてますので、計器なんかをどんと入

れ込んでしまえば、それでゲームセンターの移転は

完了ということになります。 

○委員長（福田 嗣久） 椿野委員、よろしいか。 

 ほか質疑はございませんか。 

○委員（岡本 昭治） １点。 

○委員長（福田 嗣久） どうぞ、岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） 今、契約の移行だとかいうの

は理解できたんですけども、これに伴う駐車料金と

の負担ごとの多分変更というか、出てくるんだと思

いますが、まず、あるのかないのかということをち

ょっとお聞きします。 

○委員長（福田 嗣久） 答弁願います。 

 石田課長、どうぞ。 

○都市整備課長（石田 敦史） 基本的に駐車料金に

ついては、営業を再開されてからというふうなこと

で、負担金の徴収が始まってくるというふうにお聞

きしております。 

○委員長（福田 嗣久） 岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） ということは、来年度以降で

すね、４月以降ですから。 

○委員長（福田 嗣久） どうぞ、石田課長。 

○都市整備課長（石田 敦史） 当然、生涯学習サロ

ンについても４月からですし、子育て支援の部分に

ついても７月以降というふうになりますので、秋以

降ですか、すみません、１１月以降というふうにな

りますので、それ以降のそれぞれ負担金の徴収があ

るというふうにお聞きしております。 

○委員（岡本 昭治） 了解しました。 

○委員長（福田 嗣久） ほかの皆さん、よろしいで

すか。 

○委員（椿野 仁司） 委員長、ちょっと要望がある

んだけど。 

○委員長（福田 嗣久） はい。 

○委員（椿野 仁司） この地図にね、できたら、さ

っき言っとった細かい詳細を落としてもらえへん

かな。言っとる意味分かる、金額と、それから移転

とか、どうなるかとか。 

○委員長（福田 嗣久） タイムスケジュールだな。 

○委員（椿野 仁司） これに落としてもらうのが一

番分かりやすい。なあ、村岡さん。 

○委員（村岡 峰男） はい。 

○委員長（福田 嗣久） なら、事業また落として配

付ください。 

○委員（椿野 仁司） お願いしますわ。 

○委員長（福田 嗣久） ほかの委員の皆さん、質疑

はございませんか。よろしいか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） くどいようですけど、やっぱ

しよう分からんだけどもな、この取得する土地の地

籍、８，７０５．１７平米っていうのは、今度取得

するこの００１、サロンと子育て総合の２つの合計

ではないですね。２３ページの下に書いてある面積

がありますね、２つの。この２つの面積の合計が８，

７０５じゃないですね。８，７０５っていうのは何

の面積。 

○委員長（福田 嗣久） 石田課長。 

○都市整備課長（石田 敦史） ８，７０５．１７っ

ていうのが、要はその敷地、建物の敷地部分の全体

が８，７０５．１７平方メートルということで。 

○委員（村岡 峰男） 全部。 

○都市整備課長（石田 敦史） はい。 

○委員（村岡 峰男） 建物の。 

○都市整備課長（石田 敦史） 底地の部分ですね。 

○委員（村岡 峰男） 土地の。 

○委員長（福田 嗣久） それの割合ちゅうことか。 

○都市整備課長（石田 敦史） はい、その割合が１

００万分の、全体でいうと今回１１万６，３０４、

来年度分と今年の分合わせて、その割合になるとい

うふうなことでございます。 

○委員長（福田 嗣久） そういうことやな。全部じ
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ゃなくて。 

 村岡委員、どうぞ。 

○委員（村岡 峰男） 分からんもんに言うのも答え

るのが難しいかも知らんだけど、この１００万分の

１１万六千何か、この１１６，３０４っていうのは

今度買うところの比率か。こんなんどうして出すで、

決まっとんか。 

○委員長（福田 嗣久） 石田課長、どうぞ。 

○都市整備課長（石田 敦史） 登記簿のほうでいろ

いろと確認をした中で、今回この４階フロアの、先

ほど２３ページのほうの図面で申し上げた各区画

の番号が入ってますが、取得する部分について１１

万６，３０４という割合です。 

○委員長（福田 嗣久） よろしいですか。 

○委員（村岡 峰男） ほかの方、どうぞ。 

○委員長（福田 嗣久） 全体面積の１１．６％強ち

ゅうことだな。（「そうです」と呼ぶ者あり）そう

いうことやな。 

 よろしいですか、質疑を打ち切ってもよろしいか。 

○都市整備部長（澤田 秀夫） ちょっと１点、補足

させていただいていいですか。 

○委員長（福田 嗣久） どうぞ。 

○都市整備部長（澤田 秀夫） 今度４階を取得する

ことによって、これまでからご説明で、取得した後

に管理費と駐車場料金が発生するということをず

っとご説明させていただきました。先ほど駐車場料

金については営業を開始、学習サロンでいうと４月

から、それから、子育ては１１月から駐車料金が発

生しますけども、管理費につきましては所有権移転

ができた段階で発生しますので、それぞれ学習サロ

ンについては１月から管理費は発生します。子育て

については７月から管理費が発生しますので、申し

添えしておきます。 

○委員長（福田 嗣久） ということでございますん

で、ご了解をいただきたいと思います。 

 質疑はございませんか。 

 岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） それは今、この中には入って

るんですね、予算の中には、１月からということは。 

○委員長（福田 嗣久） 石田課長。 

○都市整備課長（石田 敦史） 今、管理費について

は、部長申し上げたとおり、１月から生涯学習サロ

ン部分については必要になってまいりますので、そ

の分については、既存の今の生涯学習課の予算のほ

うに入っております。 

○委員長（福田 嗣久） 岡本委員、よろしいか。 

○委員（岡本 昭治） はい、分かりました。 

○委員長（福田 嗣久） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） もう一つだけ。９月、１０月

の臨時会で決まった債務負担で３億２，５００万円、

債務負担決めましたね。このお金は、具体的には今

回、何々にこのお金が回ると。 

○委員長（福田 嗣久） 石田課長。 

○都市整備課長（石田 敦史） １０月の臨時議会で

お認めいただいた３億２，５００万円の債務負担行

為の設定については、今回の第１４０号議案の中で、

先ほど来年度取得しようとする部分と申し上げま

した。土地については４，８０３万２，３００円と

いう金額と、建物について２億２，６５６万４，４

７０円、これを合わせた数字ということで、合計し

ますと２億７，４５９万６，７７０円というふうに

なります。３億２，５００万円を設定したというの

は、あくまでこれは限度額でございますので、それ

以内の範囲で今回取得することができたというふ

うなご理解をいただけたらと思います。 

○委員長（福田 嗣久） 村岡委員、よろしいですか。 

○委員（村岡 峰男） もう１回、２億７，４５９万

円っていうのは、何々って。ゆっくり言ってくれ。 

○都市整備課長（石田 敦史） まず、土地について、

４，８０３万２，３００円というのが土地です。そ

れと建物についてですが、これが２億２，６５６万

４，４７０円、合わせますと２億７，４５９万６，

７７０円になります。以上です。 

○委員（村岡 峰男） ややこしいことだな。 

○委員長（福田 嗣久） 分かりにくいですか。 

○委員（村岡 峰男） 分かりにくいというか、分か

らん。 

○委員長（福田 嗣久） さっきの資料と一緒に金額

も一緒にしてもらおうかな。また明細をいただきま

すわ。そのほうがいい。よろしいか。 
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○委員（村岡 峰男） 分かりにくいんですが。最後

一つだけ、もう一遍、申し訳ない。消費税っていう

のは、土地の売買にはかかれへんのか。 

○委員長（福田 嗣久） 石田課長。 

○都市整備課長（石田 敦史） 土地については、非

課税でございます。 

○委員（村岡 峰男） 知らなかった、土地は非課税

か。 

○委員長（福田 嗣久） よろしいか。はいって言い

なれへんけど、よろしいか、質疑を打ち切っても。 

 ちょっと私から一つだけ。この金額ですけど、５，

５００と３億、２億６，３００、これは、要するに

言われておった鑑定価格ということですね。 

 どうぞ。 

○都市整備課長（石田 敦史） はい、委員長おっし

ゃられるとおり、鑑定額でございます。 

○委員長（福田 嗣久） 分かりました。 

 それで、この鑑定価格っちゅうのは、基本的には

我々がいただく、藤屋さんも一緒なんですけども、

固定資産税評価額ってうのがありましょうが。これ

よりは評価額は言われへんのでしょうけども、どう

いう立ち位置にあるんだろう、大体。不動産評価額

があって、それよりも高いものなのか、低いものな

のか、こういったことは。税務課の管轄で分からへ

んか。 

○都市整備部長（澤田 秀夫） 不動産鑑定評価額よ

りは低い額になってます、今回の……。 

○委員長（福田 嗣久） 固定資産評価額。 

○都市整備部長（澤田 秀夫） すみません、固定資

産評価額より契約金額のほうが低いです。 

○委員長（福田 嗣久） あ、そう、なるほどね。何

ぼ低いかは言われへんので聞きませんけど。という

ことで、よろしいか。それじゃ、質疑を打ち切って

もよろしいか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 討論はございませんか。（「討論だって」と呼ぶ

者あり） 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 私、質疑の中でも分からへん

分からへんばっかし繰り返したんですけども、非常

に提案が分かりにくいですね、これだけでは。出さ

れた、もっと分かりやすいものに替えて出してくれ

というのは、それは私もそのように思います。今回

この１４０号議案について、私は９月あるいは１０

月の臨時会を含めていろいろ議論をしてまいりま

した。質疑もしてまいりました。同時に私は修正案

に賛成の立場で討論をしたんですが、その時点と、

議決はしたけども、１票差で議決はしたけども、状

況としては何ら変わってないという思いがして、今

も思っています。 

 さとうについては、今年コロナの関係もあって、

さとうのテナントが数店退店してますね。例えば眼

鏡市場であるとか靴屋さんであるとか。あるいは交

渉記録なんか見とるっちゅうと、黒塗りしてありま

すから、どことは言えないけども、相当大きなとこ

ろも、３階の退店の声もあったというようなこと聞

きますと、当分の間は、いつまでとは期限は切って

なかったと思いますが、さとうは退店、あそこで商

売続けるんだという覚書というんか、約束事いうん

か、書面が豊岡市でも入ってますけども、この経済

状況の中で、どこまでそれが持ちこたえられるのか

分からへんという思いが今もしています。 

 そういう面では、４階の買収が本当に相手のビル

の延命策っていうんかな、さとうの延命策になるの

かどうかということについては、どうも疑問が付き

まとうということと、さらに４階を買って、豊岡市

として子育てだとか生涯学習サロンに活用するっ

ていうのが、それはもう買うことを決めた後に、苦

肉の策でそういう活用方策をお決めになったとい

うふうに思いますけども、その辺りのところも豊岡

にとって、これは後々、本当に禍根を残すことにな

るんではないのかなという思い、今もしています。 

 それから、さらに取得の価格は不動産鑑定よりも

低いということ今言われたんですけども、不動産鑑

定の資料も頂きましたけども、肝腎なとこっていう

のか、大事なとこが全部黒塗りでね、何にも分から

へんと。鑑定はしなったと、伊原さんが。いうのは

分かるけども、あと大事なところがほとんど黒塗り

なもんでね、分からへんやないかということで、こ

れも果たしてどうなのかなと、信用してかかりたい
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と思ってますけども、よく分からない。 

 いうようなことを考えると、ここで今、４階を取

得する議案については、分かりましたと言って私は

賛成ができない。やっぱし問題点が多過ぎるという

思いがしております。うまく言えませんけども、そ

んなことです。したがって、同意できないと。 

○委員長（福田 嗣久） 分かりました。 

 それでは、反対の意見が出ましたけども、賛成の

意見はございますか。 

 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） この案件は９月、１０月の本

会議、そしてまた臨時会で決定を見たところであり

ます。当初の目的、そして、使命みたいなものがこ

れから完結というか、実行、実践するためには、案

件、この議案についてはやむを得なしということで、

問題はないというふうに認識をいたしております。 

 以上、村岡議員のほうからまだ分からないことも

ありということも言っておられます。その辺につい

ては、当局のほうからしっかりとまた資料を提出し

ていただきながら、目的達成のためにこの議案に賛

成するものであります。以上です。 

○委員長（福田 嗣久） それでは、討論を打ち切り

ます。よろしいですね。 

 賛成、反対の意見がございますんで、挙手により

採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決すべきことに賛成の委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（福田 嗣久） 賛成５、賛成多数によりま

して、第１４０号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定をいたしました。 

 それでは、次に移ります。次に、第１４７号議案、

豊岡市立奈佐森林公園の指定管理者の指定につい

てを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 農林水産課、柳沢課長、どうぞ。 

○農林水産課長（柳沢 和男） それでは、議案書４

３ページをご覧ください。第１４７号議案、豊岡市

立奈佐森林公園の指定管理者の指定についてご説

明申し上げます。 

 本案は、本会議でコウノトリ共生部長が提案説明

したとおりですが、若干補足をいたします。 

 これまで奈佐森林公園の指定管理者としまして

は、目坂区内で組織されました目坂区奈佐森林公園

管理委員会が当たっていただいておりました。この

たび、この指定管理者として奈佐地区の有志により

設立された組織、奈佐森林公園管理委員会に当たっ

ていただくというものでございます。これは、目坂

区だけで対応することが困難になってきてるとい

うふうなことから、奈佐地区を上げて管理を行いた

いという地元の意向によるものでございます。 

 団体の概要につきましては、議案書４５ページに

記載しておりますので、ご清覧ください。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（福田 嗣久） 説明は終わりました。この

件について質疑はございませんか。 

 岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） 今、今までの管理者とこれか

らの管理者が違うという話をされましたですけど

も、構成メンバー何名ですか、２７名という構成メ

ンバーになっておりますけども、例えば奈佐地区で

どういう２７名割りにしているのか、各地区ごとな

のか、本当の奈佐地区だけの有志でつくられてる委

員会なのか、その辺のところお聞かせください。 

○委員長（福田 嗣久） 柳沢課長、どうぞ。 

○農林水産課長（柳沢 和男） 先ほど有志でという

ふうに申し上げましたけれども、コミュニティのほ

うが主体となりまして、呼びかけを地域内でされた

というふうなことでございます。結果的には各集落

から出ていただいてるような状況でございますし、

もちろん区長さんも名を連ねていらっしゃるとい

うふうなことで、地区内満遍なくの参加というふう

に認識をしております。人数につきましては２７名

で組織されてるというふうにお伺いしております。

以上でございます。 

○委員長（福田 嗣久） 岡本委員、よろしいか。ど

うぞ。 

○委員（岡本 昭治） もう一つですね。分かりまし

た。その件については了解いたしました。 

 もう一つ確認なんですけども、奈佐森林公園が面
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積的に９１ヘクタールということで、大変広いとい

うことで、なかなか管理がしにくいというか、でき

ないというような話もちらっと聞いたことがある

んですけども、その辺の心配というのはないんでし

ょうか。 

○委員長（福田 嗣久） 柳沢課長。 

○農林水産課長（柳沢 和男） 先ほど議員おっしゃ

られましたように、敷地面積としては９１ヘクター

ルというふうなことでございますけれども、そのう

ちの８６ヘクタールが生活環境保全林ということ

で、施設の周りにあります森林等につきましても、

敷地面積となっているというふうな状況でござい

ます。その中にある主な施設等についての部分の指

定管理というふうに思っておりますので、そのほか

のところにつきましては、また市のほうの経費を別

に投入をして、管理をするというふうなことも併せ

てやってるところが現状でございます。 

○委員長（福田 嗣久） 岡本委員、よろしいか。 

○委員（岡本 昭治） 続いてもう一点いいですか。 

○委員長（福田 嗣久） どうぞ。 

○委員（岡本 昭治） なかなか森林公園ということ

で、その施設、うまく利用できないというようなこ

とも考えられるんですけども、現状の、直近でもい

いですので、森林公園の利用状況というのがもしも

分かれば、説明でもいいです。 

○委員長（福田 嗣久） 柳沢課長。 

○農林水産課長（柳沢 和男） 利用状況ということ

でございますので、最近の話で申し上げますと、昨

年度、令和１年度につきましては、テントサイトの

利用者が１，１７３名で、遊歩道の利用者が３，０

８２名というふうな実績として捉えております。今

年のところはコロナの影響がございまして、春先か

ら一時休園というふうなことをさせていただいて

おりますし、その後もなかなかコロナの状況が収ま

りませんので、使用自体は少なくなってきておりま

して、ちなみにテントサイト、ちょっと人数分かり

ませんけれども、例年ですと年間８０万円から９０

万円ぐらいの収入があるわけですけども、テントサ

イトで今年は２０万円弱というふうな状況でござ

います。 

○委員長（福田 嗣久） 岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） 最後にもう一つ、指定の、指

定管理になってまして、指定管理料というのがちょ

っと調べてみますと、以前４１３万円ぐらいの指定

管理料が、今回が３００万円ということになってる

と思います。この部分については、当然別の収入、

今言われたように利用料から収入が入るから低く

してるのか、多分何かの理由があるんじゃないかな

と思いますけども、その辺のところを教えてくださ

い。 

○委員長（福田 嗣久） 柳沢課長。 

○農林水産課長（柳沢 和男） 指定管理料につきま

しては、今回、年間３００万円の３年間ということ

ですので、９００万円というふうなことで、また後

ほど予算のほうでも提案させていただきますけれ

ども、前回と違いますのは、これまで奈佐森林公園

まつりというふうな形でのイベントを打っていた

だいておりましたんですけれども、なかなか野外で

のイベントを打つということにつきまして、衛生管

理上の問題がかなり厳しくなってきてるというふ

うなこともございまして、指定管理者としてそれを

やっていくというのはちょっとしんどいというふ

うな状況も聞いておりますので、その分、今回の指

定管理料には入れてないと。業務としては入れてな

いというふうな状況で、額的には下がってきてると

いうふうなことでございます。 

○委員長（福田 嗣久） 岡本委員、よろしいですか。 

○委員（岡本 昭治） 分かりました。以上です。 

○委員長（福田 嗣久） ほかの委員の皆さん、ござ

いませんか。 

○委員（村岡 峰男） 一つだけ、じゃあ。 

○委員長（福田 嗣久） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 指定管理者の代表者、深山さ

ん、この方は今、区長会長だっていうふうに理解す

るんですが、間違いありませんか。 

○委員長（福田 嗣久） 課長。 

○農林水産課長（柳沢 和男） 今、議員おっしゃら

れましたとおり、深山さんにつきましては地区の区

長会長というふうなことでございます。 

○委員長（福田 嗣久） 村岡委員。 
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○委員（村岡 峰男） この代表者っていうのは、区

長会長さんが就くという前提になっとるんかな。 

○委員長（福田 嗣久） 柳沢課長、どうぞ。 

○農林水産課長（柳沢 和男） 特に役員については、

会員の互選により選出するというふうになってお

りますので、区長会長が就くというふうな仕立てで

はないというふうに理解しております。 

○委員長（福田 嗣久） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 結構です。 

○委員長（福田 嗣久） よろしいですか。 

 ほか質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） ご異議なしと認めます。よ

って、第１４７号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定をいたしました。 

 次に、第１４８号議案、豊岡市立市営住宅赤野団

地集会所の指定管理者の指定についてを議題とい

たします。 

 当局の説明を求めます。 

 山本課長。 

○建築住宅課長（山本 正明） 議案の４７ページを

ご覧いただきたいと思います。第１４８号議案、豊

岡市立市営住宅赤野団地集会所の指定管理者の指

定についてご説明いたします。 

 本案は、市営住宅赤野団地集会所、この管理を、

これまでに引き続きまして地元赤野区に行わせよ

うとするものでございます。 

 内容につきましては、本会議で都市整備部長が説

明したとおりですので、説明は省略させていただき

ます。以上です。 

○委員長（福田 嗣久） 説明は終わりました。質疑

はありませんか、よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） ご異議なしと認めます。よ

って、第１４８号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定をいたしました。 

 次に、１５０号議案、豊岡市立竹野川湊館の指定

管理者の指定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 竹野振興局、榎本課長、どうぞ。 

○竹野振興局地域振興課長（榎本 啓一） 議案書の

５５ページをご覧ください。第１５０号議案、豊岡

市立竹野川湊館の指定管理者の指定について説明

をさせていただきます。 

 来年度から名称を変更する豊岡市立竹野川湊館

の指定管理者を指定し、期間を定め、管理を行わせ

ようとするもので、地方自治法の規定により議会の

議決を求めるものです。 

 指定管理者は、公募により申請のあった２社につ

いて審査を行い、指定管理の候補者を決定しました。

しかし、決定後に辞退届が提出されたため、次点で

あった、現在の豊岡市立住吉屋歴史資料館の指定管

理者であるいろりの会に指定管理者の指定を行う

ものです。 

 指定期間は、令和３年４月１日からの３年間とし

ております。 

 説明は以上です。 

○委員長（福田 嗣久） 説明をいただきました。質

疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） ご異議なしと認めます。よ

って、第１５０号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定をいたしました。 

 次に、第１５１号議案、豊岡市立湯の原温泉オー

トキャンプ場の指定管理者の指定についてを議題

といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 日高振興局、吉田参事、どうぞ。 

○日高振興局地域振興課参事（吉田 政明） 議案書

５９ページをご覧ください。豊岡市立湯の原温泉オ

ートキャンプ場の指定管理者の指定についてです。 

 提案内容につきましては、本会議で日高振興局長

が説明したとおりでございます。補足として、指定

管理者の指定については、公募により選定したアド

バンス株式会社に指定しようとするものです。 

 説明は以上です。 

○委員長（福田 嗣久） 説明は終わりました。質疑

はありませんか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 公募されて、応募は何社ぐら

いあったんですか。 

○委員長（福田 嗣久） 吉田参事。 

○日高振興局地域振興課参事（吉田 政明） 公募し

まして、募集は２社ありました。 

 説明は以上です。 

○委員長（福田 嗣久） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） その２社からの応募があった

ということなんですが、このアドバンス株式会社に

決められたのはどういう理由ですか。安かった。 

○委員長（福田 嗣久） 吉田参事、どうぞ。 

○日高振興局地域振興課参事（吉田 政明） 公募は、

指定管理審査会において決められました。そこで５

名の審査員がおられます。そこで各審査基準に基づ

いて審査を行われて、審査の結果、指定管理者の候

補者ということでアドバンス株式会社に決まりま

した。以上です。 

○委員長（福田 嗣久） ということです。村岡委員、

よろしいですか。 

○委員（村岡 峰男） 分かりました。 

○委員長（福田 嗣久） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） それでは、質疑を打ち切り

ます。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） ご異議なしと認めます。よ

って、第１５１号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定をいたしました。 

 次に、第１５２号議案、豊岡市立頃垣活性化セン

ターの指定管理者の指定についてを議題といたし

ます。 

 当局の説明を求めます。 

 同じく吉田参事、どうぞ。 

○日高振興局地域振興課参事（吉田 政明） 議案書

６３ページをご覧ください。豊岡市立頃垣活性化セ

ンターの指定管理者の指定についてです。 

 提案内容につきましては、本会議で日高振興局長

が説明したとおりですが、補足として、引き続き頃

垣区に指定管理者の指定をしようとするものです。 

 この指定管理の期間については４年間としてお

ります。これは令和６年度中に施設の耐用年数を迎

え、令和７年度に地元譲与を予定しておるところで

す。 

 説明は以上です。 

○委員長（福田 嗣久） 説明は終わりました。質疑

ありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） それでは、質疑を打ち切り

ます。 

 討論はありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） お諮りいたします。本案は、

原案のとおり可決すべきものと決定してご異議は

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 



 12

○委員長（福田 嗣久） ご異議なしと認めます。よ

って、第１５２号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定をいたしました。 

 続いて、第１５３号議案、豊岡市立竹貫区コミュ

ニティセンターの指定管理者の指定についてを議

題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 吉田参事、どうぞ。 

○日高振興局地域振興課参事（吉田 政明） 議案書

６７ページをご覧ください。豊岡市立竹貫区コミュ

ニティセンターの指定管理者の指定についてです。 

 提案内容につきましては、本会議で日高振興局長

が説明したとおりですが、補足として、指定管理者

の指定については、引き続き竹貫区に指定しようと

するものです。 

 指定管理期間は５年間としております。なお、施

設の耐用年数は令和８年度中に迎えることから、令

和９年度に地元譲与する予定です。 

 説明は以上です。 

○委員長（福田 嗣久） 説明を終わりました。ほか

質問はございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） それでは、質疑を打ち切り

ます。 

 討論はありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） お諮りいたします。本案は、

原案のとおり可決すべきものと決定してご異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） 異議なしと認めます。よっ

て、第１５３号議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定をいたしました。 

 続いて、次に、１５５号議案、豊岡市立但東地域

特産物加工施設の指定管理者の指定についてを議

題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 但東振興局の小川参事、どうぞ。 

○但東振興局地域振興課参事（小川 一昭） ７５ペ

ージをご覧ください。第１５５号議案、豊岡市立但

東地域特産物加工施設の指定管理者の指定につい

ては、引き続き現指定管理者である合橋地域づくり

の会を指定しようとするものです。 

 提案内容につきましては、本会議で但東振興局長

が説明したとおりです。 

 説明は以上です。 

○委員長（福田 嗣久） 説明は終わりました。質疑

はありませんか。 

 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） 設置の目的を拝見して、それ

から事業の活動のところも細かくいろいろと詳細

に書いてあるんだけど、あまり知られてないのでは

ないのかなというふうに思います。福田議員が一生

懸命宣伝なさっておる、一生懸命って分かんないけ

ど、私は知っておりますから、個人的にはよく存じ

上げておりますが。（「よろしくお願いします」と

呼ぶ者あり）地元だけで収まっちゃってるのではな

いのかな。販促とかそういうところにいくと、非常

に環境がいろいろ問題があるので、なかなか販促と

いうところまで至らないのではないのかなあ、量的

にもかなり制限されてるんだろうというふうなこ

とも想像するんだけれども、せっかく地域の方々が

一生懸命頑張っておられる、地域おこしをされてお

られるのに、何かまだ表に出てこないという、機会

がない。どうすればいいのかなっていうとこら辺も

あろうかと思うんだけど、その点はどうなんですか。

但東町でいろんなイベントがあるときには、いろん

なところに顔出されて、販売をされてるとは思うん

だけども、どこに行ったらこのものが売っとるのか

っていうこと自体をね、まあまあ、行かない者が質

問するのもよくないかも分からないけど、あんまり。

とにかく知られてないっていうか、せっかくのもの

が埋もれてしまってるのではないのかなというふ

うに思うんだけど、その辺はどうなんですかね。 

○委員長（福田 嗣久） 小川参事、どうぞ。 

○但東振興局地域振興課参事（小川 一昭） こちら

のほうの商品につきましては、通信販売、ウェブサ

イトを使いまして周知をさせていただいておりま

す。例えましたら、楽天あるままとかヤフーあるま

まというようなホームページで掲載していただき
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まして、販売に協力いただいておるわけです。また、

シルク温泉とか販売ブースを設けて、そちらのほう

でも販売をさせていただいております。以上です。 

○委員長（福田 嗣久） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） どれほど売ってるんですか。 

○委員長（福田 嗣久） 小川参事、どうぞ。 

○但東振興局地域振興課参事（小川 一昭） 売上ベ

ースでいいますと、令和元年度の決算で５５万円弱

ほど売上げは上げておられます。以上です。 

○委員長（福田 嗣久） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） すみません、よろしいです。 

○委員長（福田 嗣久） ほかよろしいですか。 

 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんね。 

○委員（足田 仁司） ちょっと出遅れましたけど。 

○委員長（福田 嗣久） 足田委員。 

○委員（足田 仁司） ちょっと要望が１点ありまし

て、これで指定管理の議案、ここまでなんですけど、

資料に指定管理料を記載するっていうのは、可能で

したらお願いしたいんです。金額を。 

○委員長（福田 嗣久） 指定管理料、資料で頂いと

ったような気がするんだけど、あれ全部だったかい

な。 

○委員（足田 仁司） 予算書には上がってるんでし

ょうけども、議案の。（「議案に対して」と呼ぶ者

あり）議案書と、それから説明資料ありますね。説

明資料、この２つを見ても、管理料の規模は全然イ

メージできないので、どっかに記載されてるともっ

と分かりやすいかなと思ったんだけど。（「そうで

すね」「昔、一覧があったけどな」「一覧があった

けどね」「全て一覧だった」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福田 嗣久） ちょっとこの議案について。 

 今、足田委員から要望がありました件ですけども、

確かにそのとおりだなという気がするんで、この議

案に対しての指定管理料を、誰に言うたらええのか

な。それぞれ違うんでね、担当が。 

○委員（岡本 昭治） どっか決算のとこ、あったよ

ね、資料で、一覧表のとこ。 

○委員（村岡 峰男） 今日、この議案の分だけでも。 

○委員（足田 仁司） これからでもいいです。別紙

になるより、その説明を聞きながら、ああ、このく

らいの金額なんだなっていうのが分かるように記

載ができたらなと思います。 

○委員長（福田 嗣久） 分かりました。ほんならこ

の議案ごとに指定管理料があれば、なかったら棒引

きでよろしいんで、あれば、例えば５０万円とか３

００万円とか、書いていただきましょうか。よろし

いか、皆さん。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 ほんなら、当局のほうにそれはお願いをしておき

ます。（「お願いします」と呼ぶ者あり） 

 そのように要望をさせていただきたいと思いま

すんで、分かりやすく記載をしていただくというこ

とでお願いをしたいと思います。 

 それでは、討論を打ち切りまして、お諮りいたし

ます。本案は、原案のとおり可決すべきものと決定

してご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） ご異議なしと認めます。よ

って、第１５５号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定をいたしました。 

 次に移ります。１６１号議案、豊岡都市計画事業

稲葉川土地区画整理事業施行条例の一部を改正す

る条例制定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 都市整備課、北村参事、どうぞ。 

○都市整備課参事（北村 省二） 議案書１１３ペー

ジをご覧ください。第１６１号議案、豊岡都市計画

事業稲葉川土地区画整理事業施行条例の一部を改

正する条例制定について。 

 去る１１月２７日、本会議で都市整備部長が提案

説明したとおりでございます。以上です。 

○委員長（福田 嗣久） 説明は終わりました。 

 質疑はございませんか。よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） それでは、質疑を打ち切り

ます。 

 討論はありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す
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べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） ご異議なしと認めます。よ

って、第１６１号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定をいたしました。 

 次に行きます。 

 ここで建設経済委員会を暫時休憩いたします。休

憩をさせていただいて、再開は１０時４０分まで休

憩をいたします。 

   午前１０時３１分 委員会休憩 

──────────────────── 

   午前１０時３９分 分科会開会 

○分科会長（福田 嗣久） それでは、ただいまから

建設経済分科会を開会いたします。 

 まず、第１６４号議案、令和２年度豊岡市一般会

計補正予算（第１７号）を議題といたします。 

 なお、説明については、所管事項に係る部分につ

いて、課ごとに歳出、歳入、債務負担行為補正及び

地方債補正の順に説明を一括でお願いしたいと思

います。 

 なお、説明に当たっては、資料のページ番号をは

っきりとお知らせください。 

 それでは、環境経済部から組織順で説明を願いま

す。 

 午菴課長、どうぞ。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） それでは、議案書１

７７ページをご覧ください。（発言する者あり）１

７７ページでございます。 

○分科会長（福田 嗣久） どうぞ。 

○環境経済課長（午菴 晴喜） 上から２つ目のくく

りのうち、商工振興費についてご説明をいたします。 

 最初に、人件費、時間外勤務手当の２５万円につ

きましては、一般管理費との組替えによるものでご

ざいまして、増減はございませんので詳細な説明を

省略いたします。 

 次に、商工振興事業費、休業要請事業者経営継続

支援事業費２，１４６万６，０００円につきまして

は、事業費確定により不用額を減額するものでござ

います。この支援事業につきましては、県からの休

業要請に対して実行された方、市が３分の１相当を

負担するというものでございます。次に、補助金で

ございます。上段の商工会議所・商工会運営費７７

万円につきましては、柳まつり事業補助金について、

不用額を減額するものでございます。なお、柳まつ

り事業補助金につきましては、今年度中止に伴いま

して既に４００万円を減額しており、今回は再度の

事業費精算に伴い、残りの不用額を減額するもので

ございます。次に下段、地域飲食店応援事業費６９

万４，０００円につきましては、豊岡市商工会議所

が実施された、いわゆる「みらい飯」事業支援であ

り、執行額の確定により不用額を減額するものでご

ざいます。次に、交付金でございます。上段、神鍋

地域事業継続支援給付金２４０万円につきまして

は、執行見込みによる不用額を減額するものでござ

います。下段、緊急雇用維持助成金２，５００万円

につきましては、これも執行見込みにより不用額を

減額するものでございます。 

 続きまして、中小企業融資対策事業費についてご

説明いたします。まず、補助金、暖冬対策融資保証

料１，０００万円につきましては、前年度市内事業

者からの申請等ございませんでしたので、不用額と

して減額をするものでございます。次に、下段、利

子補給金、中小企業融資資金５００万円につきまし

ては、執行見込みにより不用額を減額するものでご

ざいます。 

 次に、２つ下のくくりをご覧ください。経済成長

戦略推進事業費についてご説明いたします。地域経

済循環創造事業費２，５００万円につきましては、

執行見込みにより不用額を減額するものでござい

ます。次に、企業誘致推進事業費につきましては、

雇用奨励金１００万円についてでございますが、こ

れも執行見込みにより不用額を減額するものでご

ざいます。 

 次に歳入ですが、１５１ページをご覧ください。

今回の環境経済課の補正総額はマイナスとなりま

すが、８，９５３万円の減額となります。最初に、

一番下のくくりのうちの、上から４段目でございま

す。商工費補助金のうち、地域経済循環創造事業交

付金の減額につきましては、全額が環境経済課分と

いうことで、２，５００万円を減額するものです。 
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 次に、一番下のくくり、地方創生臨時交付金のう

ち、マイナス２，２１６万円分が環境経済課分とな

ります。 

 次に、１５５ページをご覧ください。上から２段

目のくくりをご覧ください。その中の一番下となり

ますけれども、被災者生活再建支援基金繰入金の全

額分が環境経済課関係分というふうになります。残

りは一般財源ということになります。 

 次に、債務負担補正がありますので、１４２ペー

ジをご覧ください。下から８行目、菓子祭前日祭実

行委員会補助金１８０万円につきましては、次年度

４月１７日土曜日の開催予定の第１０回前日祭に

対するものとして上げております。 

 環境経済課からの説明は以上のとおりです。 

○分科会長（福田 嗣久） 続いて、大交流課、谷口

課長。 

○大交流課長（谷口 雄彦） お手元の資料の１６１

ページをご覧ください。総務費、総務管理費の地方

創生推進事業費についてでございますけれども、一

番下段になります。２行目の事業、情報戦略推進事

業費につきまして、これにつきましては、２００９

年から東京で豊岡エキシビションというイベント

を開催しておりまして、今年度は豊岡におきまして、

演劇祭に合わせて開催する予定にしておりました

けれども、昨今のコロナの拡大によりまして開催中

止しましたので、全額を減額しようとするものでご

ざいます。 

 次に、資料の１７７ページをお開きください。商

工費のうち、観光費の中段辺り、観光事業費の補助

金、豊岡ツーリズム協議会補助金の３，１７３万５，

０００円の減額でございます。これにつきましては、

いわゆるＰＬＡＹ豊岡というところで、補正２号で

６，０００万円の予算をいただいておりましたけれ

ども、執行見込みによりまして不用額を減額しよう

とするものでございます。 

 少しちょっとここでご説明させていただきたい

んですけれども、もともと補正２号で６，０００万

円の予算をいただいておりました。市内向けに１，

４００万円、市外向けの子供たちに対するものとし

て４，６００万円でございましたけれども、市外向

けにつきましては、当初、夏休みに向けて執行する

予定でございましたが、ＧｏＴｏトラベルキャンペ

ーンの見極めだとかコロナの拡大の見極めができ

ず、結局、執行せずにそのままにしておりました。

市内分につきましては、３月の１４日までに見込み

として、５０％ぐらいの執行見込みだろうというと

ころで８２６万５，０００円の執行見込みをしてお

ります。もともと当初の予算の６，０００万円と執

行見込みの８２６万５，０００円の差額、５，１７

３万５，０００円になりますけれども、減額しよう

とする額が３，１７３万５，０００円で、差額が２，

０００万円ございます。この２，０００万円につき

まして、お手元にお配りさせていただいてます資料

をご覧いただけますでしょうか。ＰＬＡＹ神鍋とい

う事業の概要書をつけさせていただいてございま

す。 

○分科会長（福田 嗣久） 今日もらっていますか。 

○大交流課長（谷口 雄彦） はい、今日お配りした

ものでございます。（発言する者あり）よろしいで

しょうか。 

○分科会長（福田 嗣久） どうぞ。 

○大交流課長（谷口 雄彦） まず、神鍋の現状でご

ざいますけども、昨年度、２シーズン連続で暖冬に

よる雪不足によりまして、大変大きな打撃を受けて

おります。さらに昨今の新型コロナウイルスの感染

拡大によりまして、自然学校やスポーツ合宿の受入

れも激減し、深刻な状況に陥ってるという状況ござ

います。あわせて、神鍋地域におきましては、団体

客をターゲットにした宿泊施設が多いことから、国

のＧｏＴｏトラベルキャンペーンの効果が限定的

になってるという現状がございます。このため、も

ともとＰＬＡＹ豊岡の事業の趣旨でございました、

市内の子供たちが地域の体験資源に触れて、地域の

魅力を再発見するということに加えまして、神鍋地

域の観光需要の喚起でありますとか、地域経済の活

性化の支援を目的に、ＰＬＡＹ神鍋を実施させてい

ただきたいというふうに考えてございます。 

 事業の内容でございますけれども、現行のＰＬＡ

Ｙ豊岡に加えまして、アップかんなべスキー場、万

場スキー場、奥神鍋スキー場、３スキー場をまとめ
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て神鍋高原スキー場と言っておりますけども、神鍋

高原スキー場限定でアクティビティーを楽しむた

めの体験チケットを追加に配布をしたいというふ

うに考えてございます。事業期間につきましては、

ＰＬＡＹ豊岡と終期は同じでございますけれども、

１２月２６日の冬休みから開始をしたいというふ

うに思っております。対象者につきましては、ＰＬ

ＡＹ豊岡の小・中学生に加えまして、市内の３歳以

上の子供たちも対象に拡大をしたいというふうに

考えてございます。体験チケットの配布枚数につき

ましては、１，０００円掛ける２枚分の８，２００

人分ということで１万６，４００枚を想定してござ

います。配布方法は市内の保育園、こども園、幼稚

園、それから小・中学校及び通園してない未就学児

もいますので、市役所なんかで配布をしたいという

ふうに考えてございます。体験チケットの対象施設、

プログラムにつきましては、スキー場のリフト券に

加えまして、スキー用具やウエアのレンタル料、そ

れから雪のゆうえんち等の施設の入場料等を想定

してございます。 

 予算措置でございますけれども、現計の予算の中

から対応させていきたいというふうに考えてござ

います。 

 参考といたしまして、チケット料金の換金業務に

つきましては、日高神鍋観光協会に委託を考えてご

ざいます。 

 続きまして、また議案書１７７ページにお戻りく

ださい。同じく観光費の海外戦略推進事業費のうち、

「Ｖｉｓｉｔ Ｋｉｎｏｓａｋｉ」の多言語翻訳業

務でございますが、９９万９，０００円のマイナス

でございます。これにつきましては、２分の１の国

の補助金の活用を検討しておりましたけれども、補

助金が採択されなかったため、事業を見送ったもの

でございます。 

 次に、資料の１５１ページをお開きいただけます

でしょうか。１５０、１５１ページになります。下

段の１６番、国庫支出金のうちの５番の商工費国庫

補助金でございますけれども、これは、先ほど説明

させていただきました「Ｖｉｓｉｔ Ｋｉｎｏｓａ

ｋｉ」の繁体字語化の想定していた補助金でござい

まして、観光地の「まちあるき」の満足度向上整備

支援事業費補助金、これにつきまして採択されなか

ったということで減額させていただいてございま

す。 

 次に、資料の１５４、１５５ページをお開きいた

だけますでしょうか。最上段の寄附金のうち総務費

寄附金、それから企業版ふるさと応援寄附金のマイ

ナス１，６１０万円の予算でございます。これにつ

きましては、豊岡演劇祭の財源といたしまして、企

業版ふるさと納税の１，８５０万円を見込んでおり

ましたけども、結果的にはこういった状況でござい

まして、２４０万円の寄附にとどまりまして、その

差額の１，６１０万円につきまして減額をさせてい

ただこうとするものです。その振替といたしまして、

その下の２０番、繰入金でございますが、地域振興

基金繰入金ということで、個人版のふるさと納税を

いただいて基金にしておりましたので、そこから同

額を切り崩して、豊岡演劇祭の財源に充てたいとい

うふうに考えてございます。この額としてはマイナ

ス４０８万９，０００円になっておりますけども、

その内訳は豊岡演劇祭の１，６１０万円と生涯サロ

ンの７８万３，０００円、それから逆に歌舞伎の２，

０９７万２，０００円を繰り入れて、差額が４０８

万９，０００円となってございます。 

 大交流課からは以上でございます。 

○分科会長（福田 嗣久） 続いて、農林水産課、柳

沢課長。 

○農林水産課長（柳沢 和男） それでは、１６０ペ

ージ、１６１ページをご覧ください。歳出予算のほ

うから説明をさせていただきます。一番下の囲み、

段落ですけども、地方創生推進事業費です。説明欄

をご覧ください。真ん中辺り、まず、新規就農総合

支援事業費です。これは、若手農家に対して経営開

始時の経営確立を支援する資金を交付する制度で、

新規就農者確保事業費として補助金３９９万７，０

００円の増額を上げています。基本的には１人当た

り年間１５０万円を交付するというふうな制度で

ございますけれども、前年の所得によっては減額さ

れるというふうなこと、それと今回、新規受給者の

追加などがございましたので、減額分、増額分を整
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理をしまして、今後の執行見込みによる計上をする

ものでございます。 

 続いて、その下、豊岡農業スクール開校事業費で

す。新規就農に必要となる技術や経営能力を学ぶた

めの農業スクールを、市では２０１３年度から委託

事業として開校いたしております。今年度、新規ス

クール生として３名を予定しておりましたが、入校

者は２名でしたので、１名分に係る事業委託料１５

０万９，０００円を減額するものでございます。 

 続きまして、１７４ページ、１７５ページをご覧

ください。農林水産業費です。最上段、目ですけど

も、農業総務費です。説明欄をご覧ください。一番

下の農業総務費を３７８万７，０００円減額するも

のです。これは、市の農業共済事業が今年の４月に

兵庫県農業共済組合に引き継がれたことにより、農

業共済に係る財産も引継ぎをいたしました。具体的

には農業共済事業特別会計の残余金を一般会計に

歳入した上で、兵庫県農業共済組合へ支出をいたし

ました。２０１９年度の事業会計決算により額が確

定をし、予算額に対して減額となったというふうな

ものでございます。 

 続きまして、その下の囲み、農業振興費です。ま

ず、農業振興事業費です。負担金１２８万円の減額

を上げています。これは、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大に伴い、但馬まるごと感動市の開催が

１年延期となったことに伴い、その負担金が今年度、

不用となったものでございます。 

 その下、有害鳥獣駆除対策事業費です。負担金３

９６万９，０００円の増額を上げています。これは

シカ緊急捕獲拡大事業に係るもので、狩猟期の捕獲

報償金の財源として、各市町が捕獲頭数に応じた負

担金を県へ納めております。当初予算では概算額と

して計上しておりましたが、昨年度の捕獲頭数２，

５９６頭ということで確定をいたしましたことに

伴い、本年度の各市町の負担額が決定したことによ

る増額分というふうなことでございます。 

 その下、中山間地域等直接支払事業費です。２６

３万１，０００円の減額を上げています。本事業は、

中山間地域における耕作放棄地の発生を防止し、農

業生産活動と多面的機能の確保を図る事業です。今

年度から第５期の協定、５年間でございますけれど

も、開始をいたしました。取組地区が２地区減り、

想定した協定面積を下回る結果となりましたので、

交付金２５７万７，０００円をはじめ、関係費用を

調整し、減額補正するものでございます。 

 続いて、人・農地プラン推進事業費です。補助金

として、機構集積協力金１，７５４万４，０００円

の増額を上げています。この事業は、人・農地プラ

ンの策定地域を対象に、地域内のまとまった農地を

農地中間管理機構に貸し付け、担い手への農地集積、

集約化を図る場合に、当該地域等に協力金を支払う

というものでございます。担い手への地域集積、集

約化を図る地域の増加がございましたので、その分

増額するというふうなことでございます。 

 続いて、その下、農地費の基盤整備促進事業費で

す。投資委託料として測量設計等４００万円の増額

を上げています。これは、奈佐地区の内町において

進めています圃場整備事業について、今年度、調査

設計業務、法手続等資料作成業務を実施していると

ころですが、これらに加えて、地形図作成のための

基準点測量を行うため、現計予算の残額と調整し、

増額補正をするものでございます。 

 続きまして、歳入でございます。１５２ページ、

１５３ページをご覧ください。上から３つ目の囲み、

県支出金の真ん中でございますけれども、農林水産

業費県補助金でございます。農業費補助金は、農林

水産課分が４つありますが、先ほど歳出で説明した

ことに伴い、それぞれ関係する歳入を補正するもの

になります。まず、上から１番目、中山間地域等直

接支払交付金が１９８万７，０００円の減額です。

協定面積が想定よりも少なかったことによるもの

ということで、事務費は国１０分の１０、本体分の

交付金は国が２分の１、県が４分の１、市４分の１

の負担割合のため、国、県の負担分に係る分の減額

分ということでございます。続いて３番目、新規就

農総合支援事業費補助金は３９９万７，０００円の

増額です。新規就農者の受給見込みの増によるもの

で、事業費は県１０分の１０のため、歳出と同額を

上げております。続いて、その下、機構集積協力金

は１，７５４万４，０００円の増額です。担い手へ
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の農地集積、集約化を図る地域の増加に伴うもので、

事業費は県１０分の１０のため、歳出と同額を上げ

ています。その下、一番下ですが、農地整備事業費

補助金は４００万円の増額です。内町地区の圃場整

備に係る地形図作成のための基準点測量に伴うも

ので、国１０分の１０の補助となります。 

 続きまして、１５６ページ、１５７ページをご覧

ください。諸収入のうち雑入です。上の囲みの中、

下から２行目、精算金として、農業共済事業特別会

計残余金３７８万７，０００円の減額を上げていま

す。これは、歳出予算で説明したとおり、確定額に

よる減額でございます。 

 続きまして、１４２ページをご覧ください。債務

負担行為の補正です。上から２番目、農業用施設管

理事業です。令和３年度分として限度額２，０００

万円を設定するものです。基幹農道の舗装修繕工事

に伴うもので、ゼロ市債として早期発注を進めよう

とするもので、清滝農免農道の部分として考えてお

ります。次は、上から１２番目、真ん中より少し下

ですが、高齢者等農作業生きがい対策事業費補助金

です。限度額５０万円を上げています。６０歳以上

の高齢者が農作業を行う場合、防護柵等設置に係る

経費の一部を補助するものです。また、その下、ニ

ホンザル被害防除対策事業費補助金です。限度額２

５万円を上げています。これは、ニホンザルの生息

する地域を主にして既存防護柵の強化、修繕に係る

経費の一部を補助するものです。それぞれ春野菜等

を栽培する際に早期に対応を図る必要があること

から、令和３年度事業として債務負担行為を設定す

るものでございます。続いて、下から２番目、奈佐

森林公園指定管理料です。第１４７号議案で承認い

ただきました件につき、令和３年度から令和５年度

までの３年間の指定期間につきまして、各年度３０

０万円、合計９００万円を限度額として設定するも

のでございます。 

 説明は以上です。 

○分科会長（福田 嗣久） 続いて、コウノトリ共生

課、宮下課長。 

○コウノトリ共生課長（宮下 泰尚） 歳出、歳入ご

ざいません。 

 債務負担行為補正についてご説明させていただ

きます。ページは１４２ページをお開きください。

最上段、太陽光発電システム設置費補助金４００万

円です。これは、太陽光発電システムが新規住宅の

建築に合わせて設置されるケースが多いことから、

申請者が一連の工事を中断することなく設置でき

るようにするものです。 

 説明は以上です。 

○分科会長（福田 嗣久） 続いて、地籍調査課、西

谷課長。 

○地籍調査課長（西谷  英） １７４、１７５ペー

ジをご覧ください。まず、下のほうですけど、農地

費の委託料ですけども、その中の説明のとこで地籍

調査事業費、これを１，０７１万８，０００円減額

しております。これは、補助要望に対する割当額が

要望額を下回ったため、予定しておりました調査地

区、項目を先送りすることにより減額するものです。 

 次に歳入ですけども、１５２、１５３ページをご

覧ください。県支出金の右側ですけども、農業費補

助金の中の地籍調査事業費補助金ですけども、これ

も歳出と同じ理由で補助金８３１万１，０００円を

減額しております。 

 説明は以上です。 

○分科会長（福田 嗣久） 引き続いて、建設課の冨

森課長。 

○建設課長（冨森 靖彦） １７８ページ、１７９ペ

ージをご覧ください。土木費です。一番上の欄です。

４番の排水機樋門管理費です。これにつきましては、

円山川右岸の田鶴野地区、宮島排水ポンプ、ポンプ

が３台ありますが、そのうちの１台につきまして故

障をしておりますので、このポンプを引き上げまし

て、その故障の原因を究明するということで、分解

点検する費用として委託料４４７万８，０００円の

補正をお願いするものです。 

 続きまして、同じページです。土木費の道路橋梁

費です。４番の雪害対策費になります。まず、業務

委託料ですが、これにつきましては、除雪業務に係

る費用として２億２，３６３万円を上げさせていた

だいております。これは、除雪業務に係る費用を過

去５年間の除雪出動日数などの実績から算出いた
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しまして、その不足額につきまして今回補正をお願

いするものです。その次の重機借り上げ料２９５万

１，０００円、これにつきましては、除雪業務を委

託しております民間業者の重機故障に伴い、別途こ

ちらのほうで重機を借りて、当該業者に貸し出すと

いうことで費用を計上しております。その下の事業

用備品１，９３６万６，０００円の減額ですが、こ

れは、今年度更新しております除雪車両の更新の入

札減に伴う減額ということになります。 

 それから、その下の欄、７番の交通安全施設整備

費です。これにつきましては、整備工事費というこ

とで５９３万６，０００円を上げさせていただいて

おります。これは、昨年５月に滋賀県の大津市にお

きまして、集団で歩行する園児らが死傷する交通事

故が発生し、その対策として全国的に実施いたしま

した、未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊

急安全点検、この結果に基づきまして、危険箇所の

整備を行うものです。市内５施設の危険箇所で防護

柵の設置、それからグリーンベルト、「文」マーク

の設置などを予定しております。 

 続きまして、歳入です。１５０、１５１ページを

ご覧ください。歳入の国庫支出金の国庫補助金、６

番の土木費国庫補助金になります。これにつきまし

ては、社会資本整備総合交付金ということで雪害対

策事業費です。これは、除雪業務委託料に係る補助

金の国庫補助の内示に伴う減額、それから、先ほど

歳出でも申しました除雪車両更新の入札減に伴う

減額、合わせまして３，０９５万円の減額補正とな

ります。それから次の防災・安全交付金ですが、こ

れは、先ほどの未就学児のための交通安全施設整備

ということで、国からの交付金ということで２７０

万円の増額補正としております。 

 続きまして、１５６、１５７ページをご覧くださ

い。２３番の市債です。８番の土木債になります。

これにつきましては、先ほどの除雪機械整備事業債

ということで２９０万円の減額するものです。 

 続きまして、債務負担です。１４２ページをご覧

ください。一番上から３つ目の欄です。道路維持事

業ということで、６５０万円の限度額で設定させて

いただいております。これはゼロ市債ということで、

豊岡地域の市道御陵南線、豊岡小学校の近くです。

そこと出石地域の市道八木宵田線の舗装修繕工事

を上げさせていただいております。八木宵田線につ

きましては、インターロッキングの今、舗装になっ

ておりますが、そこが結構老朽化しておりますので、

これをやり変えるというふうに計画をしておりま

す。それから、その下の欄です。橋梁長寿命化事業

です。これもゼロ市債ということで、１，５００万

円を限度額として設定させていただいております。

竹野地域の下塚区、それから田久日区の２つの橋梁

につきまして補修工事を予定しております。それか

ら、同じページですが、ずっと下のほうにおりまし

て、下から７つ目の欄、内水処理事業です。これは

令和３年度から令和４年度までということで、２か

年で７億８，０００万円の限度額ということで設定

させていただいております。これは、先日も議員さ

んの勉強会の中でご説明させていただきました（仮

称）福田排水機場整備に係る事業費ということで、

今回補正ということで上げさせていただいており

ます。 

 次に、１４３ページをご覧ください。地方債の補

正です。ちょうど真ん中辺りですが、除雪機械整備

事業費ということで、先ほどの除雪の機械の入札減

に伴いまして、１，０５０万円から７６０万円に減

額補正ということで上げさせていただいておりま

す。 

 建設課からは以上です。 

○分科会長（福田 嗣久） 続いて、都市整備課、石

田課長。 

○都市整備課長（石田 敦史） それでは、歳出のほ

うをまず説明させていただきます。１５８、１５９

ページのほうをご覧ください。下から１０行目辺り

ですが、目８、公共交通対策事業費のほうでは、鉄

道交通対策事業費の負担金４５５万１，０００円の

増額補正は、これは新型コロナウイルス感染症拡大

に伴いまして、京都丹後鉄道の運行管理部門を担っ

ておりますＷＩＬＬＥＲ ＴＲＡＩＮＳ株式会社

への運行収入の大幅な落ち込みに伴いまして、沿線

自治体で負担する豊岡市分の負担金です。また、次

の補助金８３１万５，０００円の増額補正について
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は、これはコロナ対策の京都丹後鉄道の維持強化を

図るため、施設車両管理部門を担っております北近

畿タンゴ鉄道株式会社に対して、鉄軌道の修繕、Ｉ

Ｃ対応車発機、車両改良等の経費の整備を沿線自治

体で補助する豊岡市分の補助金です。 

 続いて、１８０、１８１ページをご覧ください。

１つ目の枠の中ほどですが、目５、土地区画整理費

では、稲葉川土地区画整理事業費の業務委託料から

８０万円の減額と土地購入費から４４８万７，００

０円の減額の補正をするものです。内容については、

日高町浅倉地内の靴のヒラキと、株式会社但馬どり

との間にあります現況幅員８メートルの道路が存

在しておりますが、そのうち４メートル幅分が但馬

どりさんの民有地となっております。当初、買収す

る予定ではございましたが、残る４メートルの幅の

部分については、土地区画整理事業の事業地として

換地処分後、民有地と併せて市道認定する予定であ

りました。ところが、地権者との合意が得られるこ

とができなかったために、今回、分筆等の登記業務

委託料と土地購入費を減額するものでございます。 

 続いて、歳入のほうの説明をさせていただきます。

１５０、１５１ページのほうをご覧ください。一番

最下段の目２１、地方創生臨時交付金、節１、地方

創生臨時交付金の６，６３７万１，０００円減額の

うち、都市整備課に関連するものは１，２８６万６，

０００円の増額で、先ほど歳出のほうで説明しまし

た鉄道交通対策事業費の京都丹後鉄道への運行収

入事業負担と各種整備事業補助金を増額したもの

によるものです。 

 続いて、１５６、１５７ページをご覧ください。

２つ目の枠の中段辺り、目８、土木債、節５、都市

計画債の土地区画整理事業債の５００万円の減額

は、先ほど歳出で説明しましたとおり、稲葉川土地

区画整理事業費の減額によるものでございます。 

 最後に、地方債補正のほうを説明します。１４３

ページのほうをご覧ください。変更として６行目の

稲葉川土地区画整理事業費については、先ほど歳入

歳出でも説明しましたとおり、事業費の減額に伴う

もので、限度額を補正前２，６００万円から補正後

２，１００万円に、５００万円を減額するものです。 

 都市整備課からは以上です。 

○分科会長（福田 嗣久） 続いて、建築住宅の山本

課長。 

○建築住宅課長（山本 正明） １８０、１８１ペー

ジをご覧いただきたいと思います。中段でございま

す。土木費、目１の住宅管理費１，０４０万円の増

額補正を行うものでございます。内容につきまして

は、需用費の修繕料１，０４０万円の増額というこ

とでございまして、市営住宅管理に伴います退去修

繕、あと軽微な修繕、あとは一番大きいのが緊急修

繕、これらの経費に係る修繕料不足を来すため、増

額をお願いするものでございます。全て一般財源扱

いになっております。 

 債務負担行為ということで、１４２ページをご覧

いただきたいと思います。５行目、住宅管理事業１，

２９５万円、これ、ゼロ市債により実施するもので

ございます。市営住宅、塩津住宅、上山住宅、そし

て栄町、そして円山住宅と、４つの団地の関係の修

繕、主には入居される住宅を確保すると、４月早々

から新たに確保するというような形でのゼロ市債

での取組ということを要求させていただいており

ます。 

 建築住宅課分は以上でございます。 

○分科会長（福田 嗣久） 続いて、城崎地域振興課

の橋本参事、どうぞ。 

○城崎振興局地域振興課参事（橋本 郁夫） １７７

ページをご覧ください。中ほど少し下にあります城

崎観光施設管理費でございます。城崎温泉交流セン

ターさとの湯のサウナ室改修になります。さとの湯

は２０００年に開業オープンしまして、２０年が経

過しました。サウナ室内の床、壁、腰かけなどには

木材を使用しておりまして、それらは経年劣化によ

り表面部材及び構造部材にまで腐食が進行してお

り、強度の低下による事故が懸念されています。こ

のため、腐食しました木部の取替え修繕を行うもの

です。さとの湯には同様な木材を使用した内装を持

つサウナが３室ございまして、いずれも同じような

症状が発生しております。補修工事費としまして、

３室合わせまして３５４万５，０００円の補正予算

を計上するものでございます。 



 21

 説明は以上になります。 

○分科会長（福田 嗣久） 続いて、城崎温泉課の植

田課長、どうぞ。 

○城崎温泉課長（植田 教夫） 同じく１７７ページ

をご覧ください。一番上の段です。商工総務費、城

崎町湯島財産区特別会計繰出金７４万７，０００円

を新たに繰り出すものでございます。新型コロナウ

イルス感染症防止のために、各浴場に顔認証非接触

型の体温計のほうを整備いたしました。その分につ

いて繰り出すものでございます。 

 続いて、歳入でございます。１５１ページをご覧

ください。国庫支出金、国庫補助金の一番下の段、

２１、地方創生臨時交付金でございます。ここでは

補正予算額が６，６３７万１，０００円の減額にな

っておりますが、この分のところに先ほどの分が含

まれております。以上でございます。 

○分科会長（福田 嗣久） 続いて、竹野振興局の榎

本課長、どうぞ。 

○竹野振興局地域振興課長（榎本 啓一） 歳出のほ

うから説明をさせていただきます。１６１ページを

ご覧ください。説明欄の上から７行目、竹野振興局

プロジェクト事業費４７２万円の減額につきまし

ては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、既

に中止をした事業に係る費用を減額するものです。

その下のほうのプロジェクションマッピング事業

につきましては、映像のほうは既に完成しておりま

して、上映のほうを来年度へ延期としたので、上映

に係る費用の減額です。竹野カニカニカーニバル事

業につきましては、実行委員会への補助金の減額で

す。 

 次に、歳入についてです。１５７ページをご覧く

ださい。上から３行目、イベント等入場料３８万８，

０００円の減額につきましては、プロジェクション

マッピング事業の上映を来年度へ延期したので、そ

の入場料を減額するものです。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（福田 嗣久） 続いて、日高地域振興課

の吉田参事、どうぞ。 

○日高振興局地域振興課参事（吉田 政明） １８１

ページをご覧ください。一つ目のくくりの上段、Ｗ

ｅぷらざ管理費です。イベント広場の街路灯を修繕

するための修繕料２７万５，０００円を計上するも

のです。 

 説明は以上です。 

○分科会長（福田 嗣久） 続いて、水道課の谷垣課

長、どうぞ。 

○水道課長（谷垣 康広） 水道課に関する部分につ

いて説明いたします。 

 １７３ページをご覧ください。歳出でございます。

上の表の最下段、水道事業会計負担金ですが、４，

２５０万６，０００円を減額しています。内訳とい

たしまして、一つは、一般会計から水道事業会計へ

の繰出金のうち、豊岡中核工業団地等のいわゆる特

別料金に係る料金不足額と、児童手当の負担額を確

定額に改めたものです。もう一つは、今年度実施予

定としていました補助事業が国県事業の進捗等に

より先送りとなったため、当該補助事業に対して一

般会計が繰り出す予定だった額を減額いたしまし

た。 

 続きまして、歳入でございます。１５７ページを

ご覧ください。下の表の一番上、市債でございます

が、保健衛生費の水道施設整備事業債を、先ほど説

明いたしました補助事業に対しての負担金の財源

として予定していました２，６１０万円を減額する

ものです。 

 続けて、１４３ページをご覧ください。地方債補

正ですが、上から２つ目の水道施設整備事業債を、

同様に２，６１０万円減額し、６６０万円としてい

ます。 

 水道課からは以上です。 

○分科会長（福田 嗣久） それじゃあ、下水道課の

石津課長、続けて。 

○下水道課長（石津  隆） 議案書の１８０ページ、

１８１ページをご覧ください。上段の表の最下段に

なります。下水道費の下水道事業会計負担金を３，

１５２万６，０００円減額しております。これは、

令和元年度の下水道事業決算の確定を受けて減額

をするものです。 

 下水道課からは以上でございます。 

○分科会長（福田 嗣久） 説明はたくさんいただき
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ました。 

 それじゃあ、続いて、質疑を行いたいと思います。

委員の皆さん、どうですか。 

○委員（岡本 昭治） 行きましょうか。 

○分科会長（福田 嗣久） 岡本さん、どうぞ。 

○委員（岡本 昭治） １７５ページ、中山間地の直

接支払事業費っていうのがあります。この説明の中

で、減額の分については２地区が希望されなかった

ということですけども、中山間地域の大変ありがた

い事業だというふうに思ってますけども、２地区が

辞退されたという理由っていうのが分かりますで

しょうか。（「どこかっていうのと」と呼ぶ者あり）

どことというようなことと。 

○分科会長（福田 嗣久） 柳沢課長。 

○農林水産課長（柳沢 和男） 数的には２地区の減

ですけども、新規にやられたところと減ったところ

とでの差が２ということでございますので、やめら

れたところというか、４期はしたけれども、５期は

手を挙げられなかったというところにつきまして

は、具体的には但東町の小谷、東中、高龍寺、それ

とこれ奥上っていうのはあるんですか。 

○委員（岡本 昭治） 奥上。 

○農林水産課長（柳沢 和男） 奥上。（「奥藤か」

と呼ぶ者あり） 

○委員（岡本 昭治） 奥上、奥藤。 

○農林水産課長（柳沢 和男） 奥藤かな。すみませ

ん、ちょっと資料が間違っとるかも分かりませんけ

ども、但東地域での４地域というところでございま

す。 

○委員（岡本 昭治） 具体的に今、把握されてる、

やめられた理由というのは、増えてるとこもあるん

ですけど、やめられたところの理由っていうのはわ

かりますか。 

○分科会長（福田 嗣久） どうぞ。 

○農林水産課長（柳沢 和男） 個々やめられた理由

のところまでは承知をしておりません。 

○分科会長（福田 嗣久） 岡本委員、よろしいか。 

○委員（岡本 昭治） また理由がもしも調べること

ができるんだったら、後からでも構いませんので、

教えていただければ。 

○委員（村岡 峰男） 高齢化と違うか。 

○委員（岡本 昭治） 想像はつくんですけど、大体

分かれば、後からで結構です。 

○分科会長（福田 嗣久） どうぞ。 

○農林水産課長（柳沢 和男） 説明会等もしており

ますので、ちょっと担当のほうにまた確認をして回

答させていただきます。 

○委員（岡本 昭治） よろしくお願いいたします。 

○分科会長（福田 嗣久） ほかの委員の皆様、ござ

いませんか、よろしいか。 

 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） さっき聞けばよかったんか分

からんけど、今も補正出てきとるんで、稲葉川の土

地区画整理事業のことについて、関連でっていうこ

とで。もうずっと以前から台風２３号以降、国が主

導して流域というんか、整理をしてきたんだけど、

大変ご苦労があったと思いますけども、中でも円山

川の右岸側っていうんか、墓地があって非常に何か

もめておったっていうんか。（「左岸側」と呼ぶ者

あり）解決できなかって大変ご苦労なさったんです。

あれはどういうふうに今なってますか。関連でちょ

っと伺っておきたいんだけど。 

○分科会長（福田 嗣久） どうぞ。 

○都市整備課参事（北村 省二） 今、椿野議員ご指

摘がありましたのは、江原墓地の関係だと思ってお

ります。昭和５６年から、事業は国交省のほうから

されて動いておったんですけども、反対者の猛烈な

反対があって事業が中断しておりました。それで、

今年の３月に国土交通省のほうから、いよいよ江原

墓地以外のところが完成してきましたので、事業と

しては終着いいますか、終了がしたいというような

ことがございまして、今年の１１月、１２月には江

原区民の方の同意いいますか、するかしないかって

いうところの判断をくれというようなことを言わ

れました。いろいろ地元とも協議をする中で、アン

ケートの調査であったり、それから最終的には地元

区の住民投票というのをされまして、今度２２日に

国のほうに要望を持っていくわけですけども、住民

投票の結果がもう半数以上の方が取りあえず墓地

をするというよりも、早く堤防を閉めてくれという
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ような要望がございましたので、国のほうに、暫定

ではありますけども、閉め切るというようなことを、

今月の１２月２２日に要望書を提出するというよ

うなことを考えていただいております。うまくいけ

ば、国とも協議をする中で、来年には何とか仮、暫

定堤防ではございますけども、そこを閉め切るとい

うような動きになろうかというふうに思っており

ます。以上です。 

○分科会長（福田 嗣久） よろしいか。 

 どうぞ。 

○委員（椿野 仁司） 今の墓地については、改修を

しないと、完全な改修にはならないということであ

って、今のお話を聞くと、仮といえども、基本的に

は地元の多くは国の考え方に合意をされていくと

いうふうに受け止めたらよろしいんですか。 

○分科会長（福田 嗣久） 北村参事。 

○都市整備課参事（北村 省二） 今、議員の言われ

たとおりでございます。暫定堤防ですけども、高さ

については計画どおりの高さまで盛ります。その暫

定というのは、高さではなくって幅の問題がござい

まして、普通の標準断面でいきますと、墓地が当然

かかってきますので、墓地移転という話がずっと来

とったんですけども、若干その天端幅を少なく、小

さくしたりだとか、のり勾配をきつくしたりとかい

うような、そういう工夫をしていただきまして、今

は大型土のうですけども、それじゃなくて土で盛る

というような形でしていただきます。先ほど言いま

した江原区民の方が１８４戸ございますけども、半

数以上の方が閉めてくれというような意見があり

ましたので、それをもって要望書を出すということ

になっております。以上です。 

○分科会長（福田 嗣久） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） 差し支えなければ、反対され

てる理由というか、今までなぜこんなに問題が起き

たのか、時間がかかったのかっていうとこら辺の中

で、建物だとか何かだったら別にそれはいろいろと

方法があっただろうけど、墓地という特殊な状況の

中で、移転とかいろいろ考えられたと思うんだけど

も、そこまで至らなかったのは何か、差し支えがな

ければというとこら辺で、いうことだったら教えて

いただきたい。 

○分科会長（福田 嗣久） 北村参事。 

○都市整備課参事（北村 省二） 江原墓地ですね、

墓地の数が１５０基ございます。当然、墓石を持っ

ておられる方、それから土地を持っておられる方っ

ていうのは３種類ありまして、個人名義の土地を持

っておられる方、それから共有名義で持っておられ

る方、それから江原区の区有、区で持っておられる

っていう３種類ありますけども、中でも共有名義の

方っていうのが１５０人おられます。その１５０人

の方は、それぞれ登記をされたときっていうのがも

うかなり昔のお名前の方ですので、今となりました

ら相続者が６００名を超えるというようなことに

なります。それで６００名の方をそれぞれ国のほう

が用地買収をしようと思いましたら、皆さんに印鑑

を取っていかなあかんというようなことがあって、

それができないっていうようなことがありました。 

 何だった、地方自治法の改正がございまして、認

可地縁団体に江原区がなって、なった後に、登記の

特例っていう制度がございますけども、それを使う

とその６００人から印鑑を取らんでもいいという

ような制度がございます。それが平成２８年だった

と思うんですけども、それができましたので、それ

から本格的に始動をされてきたというようなこと

なんですけども、ただ、昭和５６年当時から猛烈に

反対の方がおられますので、その方が該当地区の方

ですので、当然、その登記の特例を使おうと思えば、

その方にも同意をもらわなくては前へ進めないと

いうような制度でございます。地元も、それから国

交省も、市もですけども、その３者で反対者の方を

同意をいただけんかというようなことを、動きをず

っとしておりました。けども、なかなかいまだに同

意はもらえておりません。ただ、そういってでも早

く閉めなくては、九州でも大雨降っておりますので、

江原だけの問題ではなくって、その下流の問題でも

ございますので、何とか住民の投票をしていただい

て、仮閉め切りを早くするというようなことで今回

動いております。以上です。 

○委員（椿野 仁司） よく分かりました。ありがと

う。 
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○分科会長（福田 嗣久） よろしいか。 

○委員（椿野 仁司） はい。 

○分科会長（福田 嗣久） ほかの委員の皆さん、ご

ざいませんか。 

○委員（岡本 昭治） なければ、一つ。 

○分科会長（福田 嗣久） 岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） すみません。１８１ページ、

稲葉川の土地改良整備事業費ですね、事業の関係で、

先ほどの説明ですと、道が８メートルですかね、そ

れの４メートル分が地権者との折り合いが合わな

かったということで、市道の認定ができなかったと

いうことなんですけども、今後の運用については、

その４メートル分っていうのはどういうような扱

いになるんでしょうか。 

○分科会長（福田 嗣久） 北村参事。 

○都市整備課参事（北村 省二） もともと４メータ

ーという道はございましたので、市道の認定を受け

るには最低４メーターが必要だということになっ

てます。前後の幅員が８メーターございまして、ち

ょうど但馬どりさんのとこだけが４メータープラ

ス民地の４メーターで８メーターっていうような、

今現在そういう形になっております。当然、上下、

前後が８メーターありますので、８メーターどんと

通して市道認定を受けるというほうが、道路の管理

者のほうも協議をしましたら、そっちのほうがいい

という話であったんですけども、どうしても、８メ

ーターなんですけども、当然、４メーター部分って

いうのは但馬どりさんの財産で置いておきたいと、

土地で置いておきたいということがございまして、

今、お金に換えるんではなくって、財産で持ってお

きたいという強い意思がございまして、そこは買え

なかったということで、取りあえず今後は４メータ

ーの幅員で、その部分は市道認定を受けたいという

ように思っております。以上です。 

○分科会長（福田 嗣久） 岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） はい、分かりました。以上で

す。 

○分科会長（福田 嗣久） それじゃあ、ほかの委員

はよろしいですか。 

 副委員長さん、どうぞ。 

○委員（清水  寛） ちょっと今回の補正について

ということで、非常に減額ということで精査される

というのは、これは通常からずっと補正予算が出て

くる中で非常に多くあるんですけども、特に今回コ

ロナの関係でできたこと、できなかったことってい

うのがたくさんあったと思います。特に経済団体の

ほうの協力というか、連携をしながら事業を進めて

いく中で、ある経済団体では予算を余すと、片やあ

るところでは予算が足りないんじゃなかろうか、そ

ういうようなこともあるというふうにお聞きして

ます。ですので、新年度に向けても、やはりコロナ

の状況というのはなかなか収まらないなというこ

とがありますので、しっかりそういう意味では、一

律で処理をするというよりは、状況に合わせてしっ

かりと取組を柔軟にしていただきたいと思うんで

すけども、特に経済関連ということがあるので、坂

本部長、いかがでしょうか。 

○分科会長（福田 嗣久） 坂本部長、どうぞ。 

○環境経済部長（坂本 成彦） ご指名いただきまし

たので、じゃあ。今ありました話のとおり、よく現

状をつかんで、必要なところに必要な措置をすると

いう姿勢では、これまでどおり臨んでいきたいと思

っております。以上です。 

○分科会長（福田 嗣久） 清水委員、よろしいか。 

 どうぞ。 

○委員（清水  寛） 特に今後も様々なところから

様々な要望が出てくると思います。そういう意味で

は、各部署の課の方たちも、やはり市民の皆さんの

声を特にしっかり受け止めて対応していただきた

いと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

以上です。 

○分科会長（福田 嗣久） ほかの委員。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） １点だけ、要望も含まれるよ

うな話なんですが、１７９ページの一番下の交通安

全の区画線の話なんだけども、ちょうど１週間ほど

前に広域農道で死亡事故がありましたよね。あの直

線のところでね、自転車の方が車にはねられた。あ

そこも白い側道、側道っていうか、横の部分のね、

白い線が入ってるんですが、道路の側道の白い線っ
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ていうのは、もうこれは県道は県の仕事、市道は市

の仕事なんだろうと思うんですけども、中筋の新川

沿いの白い線がもうほとんど消えとるんですね。そ

の線の横は川なんですよ。だから、あの線が見えな

かったら川にはまってしまうというかね、非常に危

険なんだけど、そこは全然つかんでない、そんな。

（「あれは県道だ」と呼ぶ者あり） 

あれは県道か。じゃあ、県に言っといて。 

○委員（岡本 昭治） 確かに見にくいんです。 

○分科会長（福田 嗣久） よろしいか。 

 どうぞ。 

○委員（椿野 仁司） 関連で、これは委員会にもお

願いしたいし、当局にもお願いしたいんだけども、

さっき清水委員が言いましたけど、コロナの対策に

ついてはもう今回、本当にたくさんの補正が出まし

た。それで当初、市長はＧｏＴｏも含めて補完とい

うか、いわゆるＧｏＴｏがまだいつ始まるか分から

ないから、取りあえず豊岡はっていう形でＳＴＡＹ

だとかＥＡＴだとかっていうことも始めました。そ

れから、子供たちのためにっていうことでＰＬＡＹ

って、今日もＰＬＡＹの話もあったけども、いろん

な施策を講じてくれて、国、県の絡みも当然あるん

だけれども、市でオリジナルでやることもたくさん

あったし、それから、これからも起こり得る可能性

がある。やったけども、ちょっとまだ全然利用がで

きてないとか、予算も使われてないっていうのもあ

ると思うんですよ。 

 これね、思いつきではないと思うんだけど、十分

検討はしてくれてると思うんだけども、我々議会も、

やはりこうやって委員会がある以上は、委員長、副

委員長には面談や、議長、副議長にも面談はあるん

だろうけども、やはり委員会にただ知らせる、ただ

こういうことになるっていうことじゃなくって、で

きれば緊急を要することも含めて、それから、もし

くは重要性があるっていうことが含まれるならば、

経済対策も含めて、経済対策が大きいと思うんだけ

ども、ほかにもあると思うんです。事前にやはり委

員会を招集してもらって、そして、できれば委員が

そういうことを十分理解、そしてまた意見も、委員

が物を言えるような状況を、ぜひとも委員長、委員

会をお願いしたいんだし、当局側もそれをお願いし

たいと。我々議会も外に出れないし、どこに行って

何をするっていうことも活動は全く閉ざされちゃ

ってるんですよ、今までね。 

 だから、この庁舎内でできることっていったら限

られちゃうから、ぜひともこのコロナ対策に関して

は、今言ったように十分、委員会でいろいろと意見

交換をしながら、やっぱりやっていくべきだろうと

いうふうに思いますので、ぜひとも委員長、委員会

の開催を、委員長のほうから、また一つその辺のご

協議いただいて、取り計らいをよろしくお願いした

いと思います、希望だけです、要望しておきます。 

○分科会長（福田 嗣久） 椿野委員のもっともな話

でございますんで、当局につきましても、そういう

案件が出てきましたら、よくこちらにお知らせいた

だく、そしてまた、我々もそのつもりで対応取りま

すんで、よろしくお願いをしておきたいと思います。 

 それじゃあ、質疑はございませんか、よろしいか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（福田 嗣久） それじゃあ、質疑を打ち

切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（福田 嗣久） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきことに決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（福田 嗣久） ご異議なしと認めます。

よって、第１６４号議案は、原案のとおり可決すべ

きものと決定いたしました。 

 ここで建設経済分科会を暫時休憩いたしまして、

建設経済委員会を再開いたします。 

   午前１１時４２分 分科会休憩 

──────────────────── 

   午前１１時４２分 委員会再開 

○委員長（福田 嗣久） 次に、１７０号議案、令和

２年度豊岡市水道事業会計補正予算（第２号）を議

題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 水道課、谷垣課長、どうぞ。 
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○水道課長（谷垣 康広） 議案書２８９ページをご

覧ください。第１７０号議案、令和２年度豊岡市水

道事業会計補正予算（第２号）でございます。 

 内容につきましては、本会議で上下水道部長が説

明したとおりですが、少し補足いたします。 

 ２９４ページをご覧ください。収益的収支のうち

水道事業収益の給水収益ですが、５，２０４万５，

０００円減額しています。これは、コロナに影響が

大きいものと考えています。今回の補正では、４月

から９月の上半期分の収益の予定額と実績額の差

を減額しています。有収水量ベースでもう少し説明

いたしますと、４月分から９月分までの累計、全体

では前年比約９４％、うち家庭用が１０１％、家庭

用以外が８１％となっています。月別で最も悪かっ

たのが６月分、前年比で９０％、うち家庭用が１０

１％、家庭用以外が７０％でした。９月分は前年比

９６％、うち家庭用が１００％、家庭用以外で８

８％となっています。数字は緩やかに回復していま

すが、現在、第三波の影響も取り沙汰されています。

年間を通しての影響はまだ見通しができない状況

のため、先ほど申しましたとおり、今回の補正は上

半期のみとしております。今後、状況に応じてさら

なる補正が必要であると考えています。 

 続きまして、２９５ページをご覧ください。資本

的収支の建設改良費ですが、１億７，０２５万円減

額しています。一つは、今年度実施予定としていた

事業が、国県事業の進捗等により先送りとなったも

のです。内訳は、城崎・港給水区配水施設整備事業

５，２００万円、豊岡インター線道路改良関連事業

２，０００万円です。もう一つは、大見塚受水池・

配水池改築事業９，９００万円でございます。計画

用地の一部に保安林がかかることが判明し、この申

請等に日数を要することから、今年度事業予定工事

を次年度以降に先送りするものです。これらに伴い、

収入、企業債、出資金、補助金も減額しています。 

 最後に、３００ページをご覧ください。債務負担

行為ですが、２件の追加、１件廃止としております。

廃止は、先ほどの大見塚受水池・配水池改築事業の

先送りに伴うものです。追加は、本会議開会前にお

配りいたしました資料をご覧ください。例年と同様

に老朽管更新の、いわゆるゼロ市債を、布設替え工

事５か所１，８１０メートルと、舗装復旧工事２か

所の合計１億１，０００万円を予定しています。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

○委員長（福田 嗣久） 説明は終わりました。 

 質疑はございませんか。質疑は、よろしいか、打

ち切りましても。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 討論はございませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） それでは、お諮りいたしま

す。本案は、原案のとおり可決すべきものと決定し

てご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） ご異議なしと認めます。よ

って、第１７０号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。 

 続いて、１７１号議案、令和２年度豊岡市下水道

事業会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 石津課長、どうぞ。 

○下水道課長（石津  隆） 議案書の３０３ページ

をご覧ください。第１７１号議案、令和２年度豊岡

市下水道事業会計補正予算（第２号）についてご説

明いたします。 

 内容につきましては、本会議で上下水道部長が説

明したとおりでございますが、補足としまして、３

０６ページをご覧ください。補正予算の実施計画書

でご説明をいたします。 

 まず、収益的収入及び支出のうち、収入につきま

しては、下水道使用料を３，０００万１，０００円

減額しております。これは、新型コロナウイルス感

染症の影響で減少した４月から９月の収入実績を

考慮したものでございます。また、令和元年度の決

算の確定を受けて、他会計負担金、補助金、長期前

受金戻入等の減額を行っております。 

 支出につきましても、令和元年度の決算の確定を

受けて、減価償却費、支払い利息等の減額を行って

います。 

 次に、資本的収入及び支出ですが、こちらも決算
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の確定を受けて、収入のうち、企業債及び補助金を

減額しております。 

 次に、３０８ページをご覧ください。債務負担行

為についてですが、令和３年度の汚泥処理運搬業務

が滞りなく業務継続ができますように４，７００万

円を追加計上しております。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議をお願

いします。 

○委員長（福田 嗣久） 説明は終わりました。 

 質疑はございませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） それじゃあ、質疑を打ち切

ります。 

 討論はございませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） お諮りいたします。本案は、

原案のとおり可決すべきものと決定してご異議は

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） ご異議なしと認めます。よ

って、第１７１号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。 

 続いてまいります。 

 以上で当委員会に付託されました議案に対する

審査は全て終了いたしました。 

 この際ですけれども、当局の皆さんから特にご発

言がございましたら賜ります。よろしいですか。 

 ないようでございますんで、当局の皆さんはこれ

をもちまして退席いただいて結構です。大変長時間

ご苦労さまでした。（「ありがとうございました」

と呼ぶ者あり） 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時５０分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前１１時５４分 委員会再開 

○委員長（福田 嗣久） それでは、進めさせていた

だきます。 

 これより委員会審査意見・要望のまとめに入りた

いと思いますけども、何かございましたら提案をし

ていただきたいと思います。 

 報告２５号から１７１号、先ほどの分までの１２

件でございますけれども、意見とか要望とかござい

ましたら、いかがでしょうか。ちょっと簡単に頭出

ししていただいたら。 

○委員（岡本 昭治） さっき清水議員が言われてた

件がまた大事なことだと思いますので、予算を取り

ながら、余ってるところと余ってないところ、多分、

組織によっていろいろあるんでしょうけども、その

辺の……。 

○委員長（福田 嗣久） 今年は特にあるわな。 

○委員（岡本 昭治） ええ、たくさん、きちっと使

えるように調整というか。 

○委員（椿野 仁司） それは、こないだ議運で私の

ほうから言いました。 

○委員（岡本 昭治） ああ、そうですか。 

○委員（椿野 仁司） それの１回表を出せっていう

ことをはっきりと。だから、１号から始まって何が、

もうたくさんあり過ぎて分からへんから、１回整理

せっと。これは何ぼまで使って、今何ぼ残ってるっ

て言い方悪いんだけど、要するに、例えば１，００

０万円の予算を組んだけど、５００万円しか使って

ませんよっていうような数字も含めて、１か月の取

りまとめしてって、そう言ったよね。うん、議運で

そういうふうに言いました。 

○委員長（福田 嗣久） それで、当然ここは建設経

済委員会ですんで、建設経済委員会としてその要望

を付記すればいいと思いますんで。 

○委員（岡本 昭治） 結果も大事なんだけど、要は、

執行中の執行してる段階で、結果がこうなりました

ではあかんと思いますので、やっぱり事業、予算が

執行されてるところでそういう調整がうまく働く

ような形にしないとですね。 

○委員長（福田 嗣久） 清水委員が言われた、予算

の上限があるんで、必要なとこへスライドしていけ

というような言い方だったと思うんですけど、そう

いう要望しましょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）

ほかの皆さん、どうですか。 

○委員（椿野 仁司） 後でいいです。 

○委員長（福田 嗣久） ああ、後で。 

○委員（椿野 仁司） あわせて、私が言いましたよ
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うに、これから新たに……。 

○委員長（福田 嗣久） 必要なとこね。 

○委員（椿野 仁司） コロナ対策をする場合も……

委員会にもやはりきちっと協議っていうか、何か固

まってからもうやりますよじゃなくて、こういう対

策をしたいんだけど、どうだろうかということも含

めてね。うん、やはりちょっと協議をやっぱり委員

会で。どっちにしたって、どっこも出られへんだか

ら私ら、悲しいかな。 

○委員長（福田 嗣久） それでは、委員会としての

要望ですけども、今の話でございました前段として

は、できるだけ必要な部分に強化すべきということ

と、新しくコロナの全般を見ながら、必要なとこに

予算づけをしてほしいというようなことでよろし

いですか。 

○委員（椿野 仁司） 普通、予算づけをするんだけ

ど。 

○委員長（福田 嗣久） 議会にも相談しながら……

というようなことでまとめたいと思います。（「随

時相談をかけて」と呼ぶ者あり） 

 ほかの皆さん、どうでしょうか。よろしいか、そ

の辺りで。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それじゃあ、これは委員長報告についてでありま

すけれども、先ほどの意見などをまとめまして、案

文は正副委員長に一任をいただきたいと思います

けど、よろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） それじゃあ、そのように正

副委員長に一任をお願いいたします。 

 ここで建設経済委員会から分科会に替わりたい

と思いますけども。 

   午前１１時５８分 委員会休憩 

──────────────────── 

   午前１１時５８分 分科会再開 

○分科会長（福田 嗣久） 建設経済分科会を再開い

たしまして、この分科会の審査意見・要望のまとめ

に入りたいと思いますけど、これは補正予算の分で

ございますんで。 

○委員（村岡 峰男） 今のがそうちゃうん。 

○分科会長（福田 嗣久） 今のがそうだな。（発言

する者あり）本予算だな、今のがそうだな。（「そ

う、今の……」と呼ぶ者あり）今のでよろしいか、

補正予算。そんなら、建設経済常任委員会の分はも

うよろしいか。（「はい」と呼ぶ者あり）そんなら、

それをなしにして、今、協議をしました分を分科会

として要望をさせていただくということにさせて

いただきたいと思います。 

 分科会長報告については、同じように正副分科会

長に一任願いたいと思いますけど、よろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（福田 嗣久） それじゃあ、異議がない

ようですので、正副分科会長に一任を願います。 

 以上をもちまして建設経済分科会を閉会いたし

ます。 

   午前１１時５９分 分科会閉会 

──────────────────── 

   午前１１時５９分 委員会再開 

○委員長（福田 嗣久） 建設経済委員会を再開いた

します。閉会中の継続審査申出についてを議題とい

たします。 

 ３ページにありますのが、前回の委員会で決定し

た委員会重点調査事項です。議長に対して、この委

員会重点調査事項を閉会中の継続審査事項として

申し出たいと思いますが、これにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（福田 嗣久） よろしいですか。それでは、

同様に議長に申出をさせていただきます。 

 続いて、４番目のその他でございますけれども、

特に項目は上げておりませんが、管外行政視察の日

程について、一応確認をしたいと思います。 

 管外行政視察については、例年５月の連休明けに

実施しておりますけれども、来年は５月に臨時会が

予定されておりますので、実施できるとしたら日程

的には５月１７日の週に限定されます、１週間に。

この予定を一応取らせていただきたいと思います

けど、ご承知おきをください。当然これはコロナの

関係がございますんで、できるかできないかは未定

ですので、先送りをしておきたいと思いますけれど

も、よろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 
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 それじゃあ、一応の予定を５月１７日からの１週

に入れておいてください。行けるようでしたらまた

協議をして段取りをしたいと思いますので、よろし

くお願いを申し上げます。 

 そのほかで委員の皆さんから。 

 どうぞ。 

○委員（村岡 峰男） ちょっとその他で希望なんで

すが、専門職大学がいよいよ完成近いんですが、一

度見学会、寮と学校とね、計画してもらえんかなと

いうことを思うんですが、どうでしょうか。 

○委員長（福田 嗣久） 今、村岡委員から見学会、

専門職大学の提案がございましたけども、まず行け

るんか。受け入れてもらえるんか。 

○委員（村岡 峰男） 行けるんかっていうの、コロ

ナで。 

○委員長（福田 嗣久） 現場の状況や…工事上……。 

○委員（村岡 峰男） もう全部県の意向も含めてあ

るんですけども、一度見させてほしいな。 

○委員長（福田 嗣久） ほんなら、一応私どもで受

けさせていただきまして、また連絡をして、連絡を

しましょうか。 

よろしいか、そういうことで。 

○委員（椿野 仁司） 建設経済同様に、議員の皆さ

んも見学したいと思うんですよね。だから、議会と

してそのことができるのかできないのか。できない

っていうことはないと思うけど、県だから、議長の

ほうからその点……申入れをしてもらって、いつ頃

できるかっていってもぎりぎりだと思いますけど

ね。 

○委員長（福田 嗣久） それじゃあ、議運のほうで

議長のほうに提案いただいて、そこから決めていた

だきましょうか。よろしいか。（発言する者あり） 

 ほんなら、そのようにさせていただいて、まだ全

く不明ですので。 

○委員（椿野 仁司） 村岡さん、ええんか、それで。

議長のほうから要望して。 

○委員（村岡 峰男） はいはい、結構です。 

○委員長（福田 嗣久） できるできんも含めて、ま

た私のほうから連絡します。 

 ほかございませんか。（「ありません」と呼ぶ者

あり） 

○委員（椿野 仁司） 随時委員会を開くということ

で。 

○委員長（福田 嗣久） そうですね。 

 それじゃあ、今日の建設経済委員会につきまして

は、以上をもちましてを閉会をさせていただきます。

大変長時間ご苦労さまでございました。 

午後０時０２分閉会 

──────────────────── 

 


